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超高齢社会が急速に進展している我が国では、生活習慣の変容などに伴う疾病構造の変化に

対応した取組がより一層求められてきております。

国民の健康増進の重要性が高まる中で、21世紀に入ってから「健康日本21」の提唱、特定

健診・特定保健指導の実施、健康日本21（第二次）のスタートなど、健康づくりを視点に据

えた様々な取組が段階的に進められてきました。そして、平成25年６月に閣議決定された「日

本再興戦略」においては、「すべての健保組合に対し、レセプト等のデータ分析に基づくデー

タヘルス計画の作成・公表、事業実施、評価等の取組」が求められ、さらにその方針を踏まえ

て、厚生労働省は平成26年３月に保健事業の実施指針を改正しました。

一方、健保組合を取り巻く環境をみると、過重な拠出金負担により、保険者機能の発揮が最

大限に期待されるはずの保健事業をやむなく縮小せざるを得ない健保組合もみられるなど、今

まさに、これからの保健事業、健康づくりのあり方の見直しが求められております。

こうした状況の中で今回、国から提唱された「データヘルス計画」の構想は、従来、健保組

合が構築してきた保健事業におけるノウハウの集大成を図り、データの活用などの科学的なア

プローチを通じて、保健事業の実効性をさらに高めていくための最大のチャンスが与えられた

ともいえます。

そのため、全組合がデータヘルス計画を無理なくかつ効率的に作成することを目指し、厚生

労働省と健康保険組合連合会（健保連）は共同で、７名の有識者で構成される会議体（「デー

タヘルス計画」推進会議）を設置して平成26年６月より検討を進め、この度、「データヘルス

計画作成の手引き」を取りまとめました。

本書は、①データヘルス計画の目的と構造、②データヘルス計画作成のステップ（現状分

析・把握、健康課題の抽出とそれに対応した事業の選定、目標・評価指標の設定、評価結果に

基づいた事業の見直し等）、③委託事業者の活用上の留意点、④健康情報（個人情報）の取扱

い－などで構成されております。

各組合におかれましては、モデル組合事例集と本書を併せてご活用いただくことにより、そ

れぞれの健保組合の状況に対応したデータヘルス計画を作成し、さらに、平成27年度から平

成29年度までの間に、ＰＤＣＡサイクルを通じたバージョンアップを図るための一助として

いただければ幸いです。

平成26年12月

� 厚生労働省　保険局

� 健康保険組合連合会

まえがき
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　人口の高齢化や生活様式の変化等の要因によ

り、我が国ではがん・循環器疾患等の非感染性疾

患（NCD）が増えています。一方、生活習慣等

を改善することにより、NCDの多くは予防可能

であることも広く知られるようになってきまし

た。

　いつまでも健康であり続けたいということは、

多くの国民の願いです。健康は、一人ひとりが自

分らしく生きていくための前提であり、また一人

ひとりが生きがいを持って社会と関わる上での資

源です。この、何ものにも代え難い「健康」を守

り支えるために、国や地方公共団体、事業所や保

険者、専門職種等、さまざまな主体が健康づくり

に関わっています。

　健康保険組合（以下「健保組合」という。）に

おける健康づくりの取組、すなわち保健事業は、

健康保険法（大正11年法律第70号）第150条にお

いて、「保険者は、高齢者の医療の確保に関する

法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法

第二十四条の規定による特定保健指導を行うもの

とするほか、特定健康診査等以外の事業であっ

て、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保

険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために

必要な事業を行うように努めなければならな

い。」と規定されています。

　また、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）では、医療費適正化の推進に

ついても規定されています。保険者が保健事業を

行う際には、被保険者と被扶養者が幸せになるた

めの視点に加えて、保健事業を通じて医療費を適

正化するという視点が求められます。そして、こ

の２つの視点はお互いに相補的な関係にあること

に注意が必要です。つまり、保健事業を行うこと

により人々の健康レベルを改善することができれ

健康づくりの意義

はじめに

これからの健康づくりの意義と背景

P O I N T ◦保健事業は、人々の健康レベル（生活の質）の改善と医療費の適正化を同時に目
指す上での重要な事業

◦健保組合と事業所の協働を強化し、職場環境をより一層健康的に

◦データヘルス計画は、レセプト・健診情報等のデータ分析に基づき、
保健事業をPDCAサイクルで効果的・効率的に実施するための事業計画

◦データヘルス計画は、従業員の健康改善と医療費適正化にとどまらず、
企業の生産性および社会的評価の向上、我が国の社会的・経済的な活力の向上、 
日本再生にも貢献し得る
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これまでも、健保組合等の保険者は健康づくり

を積極的に行ってきました。その取組を振り返る

と、いくつかの節目があります。その第１は、平

成12年に始まった「健康日本21」でした。これ

は、「１次予防重視」「ヘルスプロモーションの考

え」「目標を定めた事業展開と効果評価」等を明

記した点に特徴がありました。これに伴って、た

とえば「健康保険組合事業運営基準」が改正さ

れ、健康日本21の理念・方針が盛り込まれまし

た。そして、多くの健保組合で「健康○○21」

といったプラン（○○は企業の名称が入ることが

多かった）が策定され、その実現に向けた取組も

始まりました。

第２の節目は平成20年に施行された「高齢者

の医療の確保に関する法律」です。この法律は、

後期高齢者医療制度を創設したことに加えて、

（1） 国と都道府県が医療費適正化の計画を作成す

ること、（2） 特定健診と特定保健指導の実施を保

険者に義務づけたことに大きな意義がありまし

た。特定健診とは、メタボリックシンドロームに

着目した健診であり、その結果に基づいて被保険

者一人ひとりのリスクに応じた指導（情報提供・

動機付け支援・積極的支援）を行うものでした。

これにより、（1） 保険者の保健事業への関与が強

化され、（2） 健診結果・生活習慣と医療費との関

連について、保険者がより直接に把握できるよう

になり、（3） 健診結果を集計することで当該事業

所の生活習慣病リスクの分布が容易に把握できる

ようになりました。これらを通じて、保険者が保

健事業と医療費適正化に果たす役割はさらに強ま

ったのです。

特に（3）では、特定健診データを活用するこ

とにより、いわゆるPDCAサイクルを通じた事業

展開が可能となりました。具体的には、特定健診

等のデータ分析に基づいて、健保組合や事業所に

おける健康課題を明確にし、健康づくりの目標を

設定し、保健事業を計画する（Plan）、それに沿

って事業を実施する（Do）、事業を実施する中で

得られる各種データや翌年度以降の特定健診等の

データ分析に基づいて、事業の効果を測定・評価

する（Check）、次のサイクルに向けて計画の修

正・改善を図る（Act）という一連のサイクルに

沿って保健事業を展開することが可能となったの

です。

また、肥満対策の効果が見えてきたのもこの頃

です。たとえば、厚生労働省「国民健康・栄養調

査」によると、我が国の成人男性における肥満割

合は、長期にわたる増加傾向を脱して、平成18

年以降は30％前後のレベルで横這いとなりました。

第３の節目は、医療機関のレセプト電子化で

す。平成14年に策定された「医療制度改革大綱」

では、平成23年度当初よりレセプトオンライン

を完全義務化する方針が示されました。この結

果、全レセプト件数に対する電子化レセプトの割

合は、平成25年度末時点で医科が97％、調剤は

ほぼ100％となっています（図表１）。レセプトオ

ば、その結果として医療費も減少することが期待

されるからです。

言い換えれば、保健事業は、人々の健康レベル

（生活の質）の改善と医療費の適正化という２つ

の課題の解決を同時になし得るものであり、我が

国（あるいは企業や自治体）の活力を維持する上

で不可欠のものなのです。

保険者における健康づくり
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図表１　レセプトオンライン化の推移

これからの健康づくりの意義と背景
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全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力のある社会の実現

次期国民健康づくり運動による具体的取組

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

生活の質の向上 社会環境の質の向上

健康のための資源
（保健・医療・福祉等サービス）への
アクセスの改善と公平性の確保

社会参加の
機会の増加

社会生活機能の
維持・向上

生活習慣病の
発症予防・
重症化予防

生活習慣の改善
（リスクファクターの低減）

社会環境の改善

④③②

①

⑤

図表２　健康日本21（第二次）の概念図

我が国では、現在、少子高齢化や疾病構造の変

化が進む中で、生活習慣および社会環境の改善を

通じて、国民の健康の増進の総合的な推進を図る

ため、平成25年度から平成34年度までの期間に

おいて、「二十一世紀における第二次国民健康づ

くり運動（健康日本21（第二次））」が推進され

ています1）。

　健康日本21（第二次）の基本的な方向として

は、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②主要

な生活習慣病の発症予防と重症化予防、③社会生

活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健

康を支え、守るための社会環境の整備、⑤栄養・

食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び

歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の

改善の５つが提案されています。目指すべき社会

および基本的な方向の相関関係は、図表２のよう

に整理できます。

健康日本21（第二次）は、健康を支え、守る

ための社会環境の整備を重視しています。その基

本的な事項を示す、「国民の健康の増進の総合的

な推進を図るための基本的な方針」（平成24年厚

生労働省告示第430号）では、「個人の健康は、

家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受

けることから（略）、行政機関のみならず、広く

国民の健康づくりを支援する企業、民間団体等の

積極的な参加協力を得る」ことが必要であると述

べられています。

すでに述べたように、健康保険組合連合会（以

下「健保連」という。）や健保組合は、健康日本

21の推進を支えてきました。健康日本21（第二

次）においても、健保組合と事業所との協働をさ

らに強化し、保険者機能を発揮することで、職場

ンライン化は医療保険事務全体の効率化を図るこ

とが目的でしたが、レセプト電子化は保険者機能

をさらに強化するものとなりました。

つまり、電子化によりレセプト情報を効率的に

解析できるようになったため、保険者は健康状況

や受診状況・医療費状況を容易かつ正確に把握で

きるようになり、そのデータに基づいて保健事業

を展開できるようになったのです。

健康日本21（第二次）と保険者機能

はじめに
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の環境をより一層健康的にしていくことに貢献す

ることが期待されています。たとえば、健康日本

21（第二次）は、受動喫煙の機会を減らすこと

を重視しており、職場では「受動喫煙のない職場

の実現」を目標としています。

データヘルス計画は、これらの流れの上で、保

険者機能をさらに推進していくものです。データ

ヘルス計画とは、健診・レセプト情報等のデータ

の分析に基づいて保健事業をPDCAサイクルで効

果的・効率的に実施するための事業計画です。

これは、健康日本21で打ち出された「１次予

防重視」と高齢者の医療の確保に関する法律で規

定された「特定健診・特定保健指導」を両輪と

し、ICTの進歩（健診・レセプト情報等の電子化

と解析技術の進歩）とPDCAサイクル技法をエン

ジンとして、集団全体に働きかけ全体のリスクの

低下を図るポピュレーションアプローチや、危険

度がより高い者に対してその危険度を下げるよう

働きかけるハイリスクアプローチの両面からなる

保健事業をより効果的・効率的に展開するもので

す。これに加えて、健康日本21（第二次）が強

く打ち出した「健康を支え、守るための社会環境

の整備」という視点に立って、健康的な職場環境

の整備や従業員における健康意識・生活習慣の改

善に向けた取組を、事業主との協働の下で推進し

ます（コラボヘルス）。これらを通じて、働く

人々と家族のさらなる健康、より健康的な職場の

実現を目指すものなのです。

それが実現すれば、医療費の適正化や職場の生

産性の向上等さまざまな効果が期待できます。デ

ータヘルス計画という一連の事業を適切に実施す

るにはそれ相応の人材と経費を要することも事実

ですが、それはやがて医療費適正化と生産性向上

という効果をもたらすでしょう。

その効果は事業所にとどまらず、国全体として

は人口減少や高齢化を乗り切る切り札ともなり得

ます。その意味で、健康づくりは「投資」と捉え

ることができます。

近年、従業員の健康増進を重要な経営課題と捉

え、企業が成長する上で積極的に従業員の健康に

投資する「健康経営」という手法が注目されてい

ます。健保組合が保健事業を推進することは、企

業にとっても従業員の医療費や病休・退職が減

り、労働生産性が上がるというメリットが考えら

れます。また、「従業員を大事にする会社」とい

うことで企業の社会的な評価も上がり、さらに優

秀な人材を集めることや離職防止につながる可能

性もあります。

健康経営を推進する仕組みとして、たとえば日

本政策投資銀行は、健康経営に積極的な企業に融

資の金利を優遇する措置を始めています。

また、経済産業省は、「次世代ヘルスケア産業

協議会」を発足させ、健康投資や健康経営を促進

する方策を検討しています。そのなかでは、デー

タヘルス計画と連携した施策の推進が議論されて

います。

以上のように、データヘルス計画は、現時点に

おいて最も科学的な方法に基づいて保健事業を展

開しようとするものであり、その効果は、従業員

の健康と医療費適正化にとどまらず、企業の生産

性の向上と社会的評価の向上、さらには我が国の

社会的・経済的な活力の向上、そして日本再生に

も及ぶものとなり得るのです。

本手引きの活用により、全国のあらゆる健保組

合において、それぞれの組合の状況に応じた効果

的・効率的な保健事業が展開されることを期待し

ます。

データヘルス計画が目指すもの

健康投資、そして健康経営＊

＊「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

これからの健康づくりの意義と背景
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いくつかの健保組合では、これまでも健康・医

療データを分析して健康課題を抽出し、戦略的な

保健事業を実施してきましたが、多くの健保組合

にとって、データヘルス計画は初めての試みにな

ることでしょう。

本手引きは、データヘルス計画策定に当たって

の基本的な考え方および留意点を示したものであ

り、「保健事業に初めて携わる健保組合の職員で

も、データヘルス計画を作成し、課題解決型の保

健事業を実践することができる」ことをコンセプ

トにしています。このため、各項目の最初の部分

にデータヘルス計画を作成するために欠かせない

【ポイント】を配置し、項目の概要がわかるよう

にしています。

　データヘルス計画の背景とねらい
データヘルス計画が導入された背景やねらい、位置づけ、他の施策・計画との関係等データ
ヘルス計画の概要を解説しています。

　データヘルス計画の構造
データに基づき効果的な保健事業を円滑に組み立てるため、事業の構造について解説すると
ともに、事業主との協働（コラボヘルス）をはじめとする関係機関との協働についても解説
しています。

　データヘルス計画の策定
現状分析から、課題の抽出、事業の選定、目標・評価指標の設定、見直しまで、STEP１
～４に分けて、どのような視点で何をすればよいかを具体的に解説しています。

S T E P １ 　現状を把握する
S T E P ２ 　健康課題を抽出する
S T E P ３ 　�課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する
S T E P ４ 　事業の運営を通じて計画の見直しを図る

　委託事業者の活用時の留意点
外部委託のメリットとデメリット、課題を整理し、効果的に外部委託するための委託事業者
の評価方法や留意事項について解説しています。

　データヘルス計画における健康情報（個人情報）の取扱い
健診結果やレセプトデータの取扱い、事業主との協働（コラボヘルス）に取り組む上での留
意点等について解説しています。

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

すべての健保組合が取り組むために

本書の構成

はじめに

08



我が国では、総人口に占める65歳以上人口の

割合（高齢化率）は年々増加し、平成26年には

25.9％（総務省「人口推計」（平成26年９月15日

現在））と世界トップの水準になっています。今

後の高齢化率の推移（予測）をみても、私たちは

世界のどの国もこれまで経験したことのない超高

齢社会に突入することになります。このような変

化は、職場にも少なからず影響を与えます。

日本人の死因の約６割は、生活習慣病が占めて

います（図表１－１）２）。生活習慣病の発症や重症

化は、加齢や生活習慣等の影響を大いに受けま

す。たとえば、40代前半の男性は30代前半に比

べて心筋梗塞等の心疾患の死亡率は約３倍高く、

50代前半になると７倍以上になります（図表１－

２）２）。つまり、従業員の年齢構成は、職場にお

ける生活習慣病のリスクを測るひとつの重要な指

標なのです。

少子高齢化の進展や定年延長といった社会環境

の変化に伴って、職場の平均年齢は上昇を続けて

います。労働力人口に占める60歳以上の割合の

推移をみると、平成22年の17.9％から、平成32年

の19.4％、平成42年の22.2％へと増加していくこ

その他
44.7％

悪性新生物
28.8％ 

心疾患
15.5％

脳血管
疾患
9.3％

高血圧性疾患 0.6％
糖尿病 1.1％

図表１－１　死因に占める生活習慣病の割合

厚生労働省「平成25年人口動態統計（確定数）」

第１章

データヘルス計画の背景とねらい
　はじめに、データヘルス計画を導入する背景と、ねらいを知ることで、健保組合および関係者の皆さんが 
納得して取組を始めることができればと思います。

社会環境の大きな変化

1：データヘルス計画の背景

P O I N T ◦社会環境の大きな変化を背景に、健保組合には効果的な保健事業の実施が期待される

◦「日本再興戦略」の重要施策“国民の健康寿命の延伸”の実現のため、健保組合
にデータヘルス計画の実行等が求められる
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このように社会環境が変化する一方で、保健事

業がPDCAサイクルで実施しやすくなるようなイ

ンフラ整備が進んでいます。今世紀に入ってから

レセプトの電子化が進んだことは、「はじめに」

で述べたとおりですが、平成16年に策定された

「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

指針」（平成16年厚生労働省告示第308号）５）（以

下、「保健事業指針」という。）では、効果的かつ

効率的な保健事業の実施を図るための重要な施策

として、保険者による健康情報の蓄積・活用が位

置づけられました。

平成20年に施行された「高齢者の医療の確保

に関する法律」でもこの考え方がさらに進めら

れ、平成20年からスタートした特定健診制度に

おいて、レセプトの電子化に加えて、健診データ

の電子的標準化が実現しました。全国どこで特定

健診を受けても、基本項目はすべて同じで、健診

結果も全国で同じ様式で電子的に保険者に蓄積さ

れることになりました。したがって、自健保組合

の加入者の健康状況を経年推移で捉えたり、他の

健保組合と比べてどのような特徴があるのかを知

ることで、自健保組合の課題や対策を考えること

が容易になりました。

■健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
平成16年７月30日厚生労働省告示第308号

最終改正：平成26年３月31日厚生労働省告示第139号

第二　保健事業の基本的な考え方
二　健康・医療情報の活用及びPDCAサイクルに沿った事業運営

　　保健事業の効果的かつ効率的な推進を図るためには、健康・医療情報（健康診査の結果や診療報酬明細書
等から得られる情報（以下「診療報酬明細書等情報」という。）、各種保健医療関連統計資料その他の健康や
医療に関する情報をいう。以下同じ。）を活用して、PDCAサイクル（事業を継続的に改善するため、Plan（計
画）―Do（実施）―Check（評価）―Act（改善）の段階を繰り返すことをいう。以下同じ。）に沿って事業運
営を行うことが重要であること。また、事業の運営に当たっては、費用対効果の観点も考慮すること。

とが見込まれており３）、職場には

年齢構成の変化に伴って生活習慣

病になるリスクを高める構造的な

課題が内在しているといえます。

また、リスクの上昇は病気の発症

に伴う医療費の増加につながりま

すが、それだけではなく、リスク

が増えるほど労働生産性が落ちる

ことは海外の先行研究で示されて

おり４）、企業にとって従業員の健

康づくりは重要な経営課題となっ

ているのです。

30～34歳の約3倍

（人口10万対） 115.9

79.8

49.9

33.5
21.3

12.57.14.3

65～
69歳

60～
64歳

55～
59歳

50～
54歳

45～
49歳

40～
44歳

35～
39歳

30～
34歳

30～34歳の7倍以上

厚生労働省「平成25年人口動態統計（確定数）」

図表１－２　年齢階級別心疾患死亡率

レセプト・健診データの電子的標準化の進展

第 1章
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Plan （計画）

・データ分析に基づく事業の立案
　○健康課題、事業目的の明確化
　○目標設定
　○費用対効果を考慮した事業選択

Do （実施）

・事業の実施
　（例）
　・加入者に対する全般的・個別的な情報提供
　・特定健診・特定保健指導等の健診・保健指導
　・重症化予防

Act （改善）

・次サイクルに向けて修正

Check （評価）

・データ分析に基づく効果測定・評価

図表１－３　保健事業のPDCAサイクル

政府の成長戦略における位置づけ

　超高齢化の進展に伴い、働き盛り世代からの健

康づくりの重要性が高まる中、政府が金融政策、

財政政策に続く“第３の矢”として発表した「日

本再興戦略」（平成25年６月14日閣議決定）６）で

は、“国民の健康寿命の延伸”を重要な柱として

掲げました。

この戦略の中では、健康寿命の延伸に関する問

題点のひとつとして、「保険者は、健康管理や予

防の必要性を認識しつつも、個人に対する動機付

けの方策を十分に講じていない」ことが指摘され

ました。この課題を解決するため、「予防・健康

管理の推進に関する新たな仕組みづくり」とし

て、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等の

データの分析、それに基づく加入者の健康保持増

進のための事業計画として“データヘルス計画”

の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求める

とともに、市町村国保が同様の取組を行うことを

推進する」ことを掲げました。また、個人の健康

保持増進に対して、保険者、企業、自治体等がそ

れぞれの立場から一定の役割を果たすべきことが

うたわれました。

データヘルス計画の仕組みを活用して、健保組

合等が効果的な保健事業に取り組むことが期待さ

れます。

１：データヘルス計画の背景
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政府の「日本再興戦略」を受け、平成26年３

月に保健事業指針の一部が改正されました。これ

に基づき、すべての健保組合は、健康・医療情報

を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効

率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実

施計画（データヘルス計画）を策定し、実施する

ことになりました。これからは、やみくもに事業

を実施するのではなく、データを活用して科学的

にアプローチすることで事業の実効性を高めてい

く。これがデータヘルス計画のねらいです。

ただし、「データヘルス計画」は、“データ至上

主義”のようなものでは決してありません。これ

までの取組を振り返り、データを有効活用するも

のです。具体的には、以下の取組を進めます。

Plan（計画）

　これまでの保健事業の振り返りとデータ分析に

よって現状を把握、整理し、加入者の健康課題に

応じた事業を設計することで、効果的かつ効率的

な保健事業を目指します。健保組合や事業所でこ

れまで実施してきた取組を見直し、活用する視点

も重要です。

Do（実施）

　費用対効果の観点を導入することが重要です。

そのためには、一部の高リスク者だけを対象とす

るのではなく、集団の全体最適を目指すこと、言

い換えれば、加入者全体に効率的に健康づくりの

網をかける資源の最適配分が大切です。保健事業

は、患者に至らない「未病者」が拡大対象集団と

なることから、医療費だけでなく、生産性の維

持・向上の視点も重要になります。

Check（評価）

　評価に当たっては、計画策定時に評価指標を設

定しておくことが必要です。また、対象を明確に

し、取組の前後比較や参加しなかった群等との比

較に基づく評価が大切です。短期での効果を評価

する指標と、中長期の指標を意識して設定します。

Act（改善）

　評価結果に基づき、事業の改善を図ります。保

健事業への参加率が低い状況の背景に加入者の意

識の醸成が不十分であったと考えられる場合に

は、健診結果に基づく情報提供を徹底します。参

加の促進に問題があると考えられる場合には、事

業を実施するタイミングを見直す、健診受診後に

参加への動線をつくるといった改善を図る工夫が

必要です。メタボリックシンドローム該当者の割

合が減らない理由として、新たにメタボリックシ

ンドロームとなる者が多いことが挙げられる場合

には、プログラムの適用対象の設定を40歳未満

に引き下げる等、メタボ層への新規の流入を予防

する取組を試みることが有用です。

データヘルス計画の本質

2：データヘルス計画のねらい

P O I N T ◦データヘルス計画は、科学的なアプローチにより事業の実効性を高めていくことが
ねらい

◦その特徴は、被用者保険の特徴を踏まえた次の点：
①特定健診・レセプトデータの活用、②身の丈に応じた事業範囲、③事業主との協働
（コラボヘルス）、④外部専門事業者の活用

第 1章
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被用者保険の特性を踏まえた保健事業

Ｐ（計画） 　これまでの保健事業の振り返りとデータ分析による現状把握に基づき、
加入者の健康課題を明確にした上で事業を企画

Ｄ（実施） 　費用対効果の観点も考慮しつつ、次のような取組を実施
・加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見しその改善を促すための取組
　（例：健診結果・生活習慣等の自己管理ができるツールの提供）

・生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導等の取組
・生活習慣病の進行および合併症の発症を抑えるための重症化予防の取組
　（例：糖尿病の重症化予防事業）

・その他、健康・医療情報を活用した取組

Ｃ（評価） 　客観的な指標を用いた保健事業の評価
　（例：生活習慣の状況（食生活、歩数等）、特定健診の受診率・結果、医療費）

Ａ（改善） 　評価結果に基づく事業内容等の見直し

　関係者の理解を得ながら着実に保健事業を進め

るためには、被用者保険の持つ強みや特性を踏ま

えた事業運営を図ることが大切です。データヘル

ス計画の特徴として、次の４つがあります。

（１）�特定健診・レセプトデータ等の
健康・医療情報の活用

　　データを活用して自己および自集団を俯
ふ

瞰
かん

す

ることで、個々の加入者も、施策立案者も「自

分ごと」となります。そういう意味で、データ

は健康づくりの起点となるものであることを強

く意識することが必要です。

（２）身の丈に応じた事業範囲

　　健保組合によって規模や財政状況、組織環境

等は異なります。さらに、働き盛り世代の健康

は企業文化（職場環境）に強く影響を受けま

す。このため、各健保組合の状況、職場の環境

や事業主との関係を含めた保健事業の進捗状況

に応じた“身の丈”に合った取組が望ましいと

考えられます。データヘルス計画は、それぞれ

の健保組合の進み具合に合わせて、始めからす

べての保健事業を網羅しなくても、取り組める

ところから一歩ずつ進めていく計画である点

で、すべての健保組合で着実に実施できること

を目指しています。

（３）事業主との協働（コラボヘルス）

　　職場環境の整備や従業員への意識づけ等、事

業主との協働により保健事業の実効性が高まる

場面は多くあります。効果的な保健事業は生産

性の維持・向上にもつながり得ることから、事

業主とメリットを共有して事業を推進すること

が、データヘルス計画を実施する上で効果的で

す。

（４）外部専門事業者の活用

　　健保組合では、組合によって異なりますが、

特に専門職の人材不足が課題となっています。

外部専門事業者の活用には、これらの人材不足

を補い、民間による創意工夫を活用するメリッ

トがあります。

データヘルス計画で取り組むこと

２：データヘルス計画のねらい
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3：他の施策・計画との関係

特定健診制度との関係

企業の健康経営を促す施策

平成20年度に開始した特定健診制度は、健診

データを電子的に標準化し、データに基づき保健

事業のPDCAを回すことをねらいとしています。

また、特定健康診査等実施計画は、保健事業の中

核をなす特定健診および特定保健指導の具体的な

実施方法等を定める計画であることから、健保組

合が保健事業を総合的に企画し、効果的かつ効率

的に事業が実施できるよう、データヘルス計画と

特定健康診査等実施計画とは相互に連携して策定

することが望ましいとされています。

データヘルス計画の策定は、健保組合が平成

20年度以降の特定健診制度の導入以降実施して

きた種々の保健事業を振り返り、特定保健指導の

実施率向上やメタボリックシンドローム該当者割

合の事業所間格差の解消といった課題を解決する

方策を検討する好機でもあります。

具体的には、加入者や事業所の特性を踏まえつ

つ他の健保組合と比べることにより、特定保健指

導の効果を改めて検証して自健保組合に合う効果

的な方法を検討することや、特定健診受診後のフ

ォローを強化する方策を導入することにより、特

定保健指導への参加を促すといった組み立てを図

ることが可能です。

日本再興戦略では、健康寿命の延伸に関して、

「企業にとっても、本来、社員の健康を維持する

ことは、人材の有効活用や保険料の抑制を通じ、

会社の収益にも資するものであるが、こうした問

題意識が経営者に浸透しているとは言い難い」と

企業側の問題点も挙げています。

政府は成長戦略の更なる“進化”を図るため、

平成26年６月に「「日本再興戦略」改訂2014」７）

を公表し、“経営者等に対するインセンティブの

付与”を掲げました。ここでは、「経営者等に対

するインセンティブとして、以下のような取組を

通じ、健康経営に取り組む企業が、自らの取組を

評価し、優れた企業が社会で評価される枠組み等

を構築することにより、健康投資の促進が図られ

るよう、関係省庁において年度内に所要の措置を

講ずる」とされ、職場における健康増進の取組を

P O I N T ◦特定健康診査等実施計画とは相互に連携して策定

◦「「日本再興戦略」改訂2014」は、健康経営を促し、健保組合と事業主の協働を促進
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・健康増進に係る取組が企業間で比較できるよう評価指標を構築するとともに、評価指標が
今後保険者が策定・実施するデータヘルス計画の取組に活用されるよう具体策を検討

・東京証券取引所において新たなテーマ銘柄（健康経営銘柄（仮称））の設定を検討

・「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」やCSR報告書等に「従業員等の健康管理や
疾病予防等に関する取組」を記載

・企業の従業員の健康増進に向けた優良取組事例の選定・表彰 等

健康経営を普及させるための施策（例）

社会として応援し、進める姿勢が明確に打ち出さ

れました。これらを受けて、たとえば厚生労働省

労働基準局では、保険者と連携した取組を含め

て、安全や健康の取組を進める企業を評価し、公

表する制度の検討に入っています８）。

　このような施策は、事業主による健康増進活動

を促し、健保組合との協働を促す好機になると考

えられます。

　なお、経済産業省は、企業による健康投資を促

進するため、企業・経営者向けに「健康投資」の

ポイントをまとめた『企業の「健康投資」ガイド

ブック』を策定・公表しました。このガイドブッ

クでは、健康投資の基本的な考え方を示すととも

に（図表１－４）、健康投資をより効果的・効率

的に実施するため、データヘルス計画の策定・実

施において、企業と健保組合等とが適切に連携し

ていくことが重要であるとしています。9）

投資
ヘルスケアサービス・

商品等の利用

効果

市場創出・拡大の
好循環サイクル
の実現

民間事業者等

健診
機関

相談・
指導
事業者

機器
メーカー

分析
事業者

健康投資サイクルの実現

保険者

加入者の健康増進
医療費の適正化

個人

健康増進
生活習慣病予防

企業

従業員の生産性向上
イメージアップ

図表１－４　健康投資のイメージ図

『企業の「健康投資」ガイドブック～連携・協働による健康づくりのススメ～』（平成26年10月経済産業省ヘルスケア産業課）より

３：他の施策・計画との関係
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4：計画の期間および公表・周知

計画の期間

計画の公表・周知

　データヘルス計画の期間（第１期）は、平成

27年度から平成29年度までの３年間です。

　平成30年度からの第２期のデータヘルス計画

期間は、特定健康診査等実施計画（第３期）の期

間に合わせて、改めて設定される予定となってい

ます。

　保健事業の目的や内容が加入者、事業主等の関

係者に理解され、事業の実効性が高まるように、

データヘルス計画はホームページや機関誌等で公

表され、関係者への周知が図られることになって

います。

公表例

P O I N T ◦第１期は、平成27年度～平成29年度（３年間）、第２期は「特定健康診査等実施
計画（第３期）」に合わせて策定

◦データヘルス計画をホームページ等で公表し、関係者へ周知

第 1章
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5：提出物

４：計画の期間および公表・周知／５：提出物
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５：提出物
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47.7％
B. 肥満

52.3％
A. 非肥満

4.8%
11.3%

22.4%

25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
B. 肥満

52.1％
A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性）
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５：提出物
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５：提出物
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　働き盛り世代では、自らの健康は二の次になり

がちです。また、ほとんど自覚症状がない生活習

慣病の予防行動をとるのは至難の業です。したが

って、従来の保健事業では、一部の加入者

しか参加しない、事業所全体に効果が広が

らないという状況が見受けられました。

　そこで、データヘルス計画では、データ

を活用することで加入者個々に気づきを与

え、生活習慣改善の必要性を理解してもら

うことがまず重要になります。加入者だけ

でなく、事業主に対しても意識の醸成を図

り、保健事業が職場に浸透しやすく健康行

動を実践しやすい状況や環境をつくること

も同様に重要です。このように、「保健事

業の基盤」によって加入者および事業主に

対する地ならしをし、その上に、健康行動

を実践できるよう支援するプログラムであ

る「個別の事業」を導入することで、保健事業の

効果・効率を上げる構造をつくっていきます（図

表２－１）。

図表２－１　保健事業の効果・効率を上げる構造

高リスク層高リスク層高リスク層
例）重症化予防

中リスク層

例）重症化予防

低リスク層
（リスク軽減・疾病変容）

例）生活習慣病の発症予防、
　　特定保健指導

健康層
（情報提供・行動変容）

例）情報提供、
　　健康づくり

加入者
例）健診・検診、

　　ウォーキング
　　プログラム

保健事業の基盤
職場環境の整備
加入者への意識づけ

例）機関誌の発行、保健事
業に参加しやすい職場環境
の醸成、禁煙の機会の提供

事業主 健保組合

課題に対応した
個別の事業

協働

第２章

データヘルス計画の構造
“データに基づく保健事業の設計書”であるデータヘルス計画。どのような構造の設計書であるかを 
理解すると、事業の組み立てを円滑に検討することができます。

1：事業の構造

P O I N T ◦まず、事業主との協働による「職場環境の整備」と、本人の健診データに基づく個
別性の高い情報提供による「加入者への意識づけ」に取り組む（「保健事業の基盤」）

◦次に、健保組合の健康課題に応じ、効果が高いと見込まれる事業（特定保健指導、
疾病の重症化予防、その他の取組（重複受診への指導、後発医薬品の使用促進等））
を選定する（「個別の事業」）
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　職域では業種や職種によって罹りやすい疾病が

異なったり10）、地域では都道府県によって脳梗塞

や心筋梗塞といった疾病の年齢調整死亡率が大き

く異なることがわかっています11）。これには、職

場の環境や働き方、地域の生活文化等が影響して

いることが考えられます。したがって、働き盛り

世代の健康づくりでは、「（１）職場環境の整備」

が大切です。

また、社会環境の変化により職場の平均年齢の

上昇が考えられることから、加入者全員に働きか

けをして、健康の保持・増進を図ることがたいへ

ん重要になります。また、保健事業が予防効果を

高めるためには、病気になる前、リスクが低い段

階から働きかけることが大切です。そこで、事業

の効果を上げるために、「（２）加入者への意識づ
け」によって健康意識の醸成を図ります。

このような背景から、効果的な保健事業を実現

するためには、「（１）職場環境の整備」、「（２）

加入者への意識づけ」が不可欠になります。これ

が、「保健事業の基盤」です。

（１）職場環境の整備

　自らの健康にとって最もリスクとなることとし

て、どの年代も「生活習慣病を引き起こす生活習

慣」と回答する割合が最も高くなっており、特に

40～64歳の働き盛り世代でその割合は高くなっ

ています12）。

その一方で、たとえば運動習慣があ

るのは働き盛り世代では２～３割にと

どまっており、健康日本21の最終評

価でも「運動の重要性は理解している

が長期にわたる定期的な運動に結びつ

いていないと考えられる」状況である

ことが指摘されています。このよう

に、働き盛り世代は、健康づくりに無

関心ではないものの、自ら健康行動を

とるのは難しいことがうかがえます。

　そこで、一日の時間の多くを過ごす職場の環境

の整備と積極的な加入者への働きかけこそが重要

であり、仕事の動線上に健康づくりを促す仕掛け

があることが望ましいと考えられます。

保健事業指針第五では、「五 事業主との関係」

において、事業主との協働を図ることで、「加入

者が参加しやすい実施時間及び場所を確保するこ

とにより、保健事業に参加しやすい職場環境を醸

成する」ことを進め、事業主に「加入者に対して

保健事業への参加を勧奨してもらう」ことや、

「職場における禁煙や身体活動の機会の提供等、

個々の加入者が健康づくりに自主的に取り組みや

すい環境が職場において実現する」ことを求めて

います。

また、職場では、労働安全衛生法（昭和47年

法律第57号）に基づく健診後の保健指導や健康

増進活動が行われています。それらを確認し、共

同でできること等を計画することも大切です。

健保連が実施した「保健事業の運営実態からみ

た健康保険組合の優位性に関する調査研究（平成

25年10月）」によると、事業主と健保組合との連

携が強いほど、医療費が低額である傾向が示され

ました（図表２－２）。あくまで現象を捉えたも

ので、因果関係の検証ではありませんが、事業主

との連携は健保組合の運営にとって良い方向に働

く可能性があり、かつ保健事業の地ならしとして

重要である「職場環境の整備」につながることは

図表２－２　�健保組合と事業主との連携度合いと医療費の状況

（円）

119,000

120,000

121,000

122,000

123,000

一人当たりの医療費

連携度 高 中連携度 低連携度

Ａ組合はＣ組合に比べ、
医療費が一人当たり
年間1,800円も低い！

120,467

Ａ組合

121,233

Ｂ組合

122,249

Ｃ組合

保健事業の基盤
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間違いありません。「事業主との協働（コラボヘ

ルス）」については、本章「２：関係機関との協
働」（p.30）もご覧ください。

（２）加入者への意識づけ

働き盛り世代は、自らの健康や病気のリスクに

対する自覚や優先度がそれほど高くない傾向にあ

るため、これをベースに施策を考え、事業を組み

立てることが重要です。つまり、加入者が自らの

健康状態を知ること、自覚することが健康づくり

の出発点になります。

しかしながら、健診に関しては、血清コレステ

ロールや血糖といった自分の検査値を「知ってい

る」のは４人に１人程度であり、７割以上が健診

結果を正しく認識していません13）。

したがって、データヘルス計画では、本人の健

診データに基づく「情報提供」を工夫し、健康に

関する意識の醸成を図ることが必要です。

保健事業指針の第四では、「二 実施計画に基づ

く事業の実施」の最初に、「一次予防の取組とし

ては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見

させ、その改善を促す取組を行うこと」としてい

ます。具体的には、「情報通信技術等を活用し、

加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやす

く提供すること」や「加入者の健康増進に資する

自発的な活動を推奨する仕組みを導入すること」

が示されています。

実際に、健診結果の検査値やリスク判定を提示

するだけでなく、同性・同年代での順位や経年比

較により本人の相対的な位置づけを示したり、生

活習慣改善のポイント等を提示する個別性の高い

「情報提供」（図表２－３）を行うことで、自らの

健康状況や生活習慣改善の必要性を認識し、行動

変容につながりやすくなることが先行研究からも

わかっています14）。

図表２－３　健診結果に基づく「情報提供」による加入者への意識づけ

○○○○

「情報提供」の実施

リスクなし

非肥満

低リスク

高リスク
（受診勧奨）

「情報提供」の実施後、未受診（未治療）者のうち、
22％が「受診したい」、72％が「必要性を理解した」

特定保健指導の
参加拒否が減少

リスク認識が
２割以上アップ

前
「情報提供」

後

39％

63％

前
「情報提供」

後

45％

17％

【非肥満・低リスク者】
【特定保健指導対象者】

服薬者

低リスク

リスクなし

肥満

n=3,636【高リスク者】

高リスク
（受診勧奨）

服薬者

① 病気のリスクを「自分ごと」に
② 健診結果のどこにリスクがあるかを理解
③ アクションプラン〈食事編〉
④ アクションプラン〈運動編、その他〉

健康分布図

「健康分布図」は、健保連「レ
セプト管理・分析システム」の
帳票「生活習慣病・健診レベル
判定分布」で示される図です。
「健康分布図」とは、集団全体
がどのような健康状況にある
か、その特徴を見渡すための図
です。
健診データをもとに、まずは
「肥満」と「非肥満」に分け、
面積の大きさで比較できるよう
になっています。さらに、「肥
満」「非肥満」ごとに病気のリ
スクの大きさによって分類し、
下にいくほどリスクが大きくな
ります。

厚生労働省「第５回保険者による健診・保健指導等に関する検討会」改変
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　保健事業指針では、「第四 保健事業の実施計画

（データヘルス計画）の策定、実施及び評価」に

おいて、「効果的かつ効率的な保健事業の実施を

図るための保健事業の実施計画を策定した上で保

健事業及び評価の実施を行うこと」とされていま

す。これは、自健保組合の現状を把握した上で、

特定健診、特定保健指導等これまで取り組んでき

た事業を整理し、必要に応じて事業の見直しや新

規の企画を検討することを意味します。既存事業

の再構成、新規事業の実施のいずれであっても、

健康課題に応じた事業の方向性を定め、事業目的

に適し、かつ効果が高いと見込まれる事業を選択

することが重要です。

　保健事業指針第四の「二 実施計画に基づく事

業の実施」には、「保健事業の基盤」に位置づけ

られた加入者の意識づけにつながる「情報提供」

のほかに、「（１）生活習慣病の発症予防としての
特定保健指導」、「（２）疾病の重症化予防」、

「（３）健康・医療情報を活用したその他の取組」

が例示されています。

（１）�生活習慣病の発症予防としての
特定保健指導

特定保健指導は、対象者が自身の健康状況を知

り、生活習慣改善を継続的に行えるよう支援する

ことが目的です。

特定保健指導では、支援を通して参加者からの

貴重なインタビューデータや行動記録が入手でき

ます。これらのデータを把握することによって、

健診・レセプトデータでは見ることができない加

入者の動的な生活の様子が見えてきます。なぜ健

康状況が悪化していくのか、なぜそれを改善でき

ないのかが明確になり、特定保健指導をより効果

的なプログラムとしたり、他の保健事業を組み立

てる上でのヒントとなり得ます。

まず、参加者個々の支援データは、対象者の特

性にあった支援を実施するために活用できます。

活用のタイミングには、特定保健指導の期間中だ

けでなく、その前後も含まれます。経年でのプロ

グラム参加者の場合、支援を始める前に過去の支

援内容や本人の取組状況を確認することで、つま

ずきやすいポイントを事前に把握することができ

ます。支援中は、取組状況や体重記録をもとに定

期的に経過を振り返り、支援方針の見直しや停滞

期への準備を行います。支援終了後も、生活習慣

の改善を継続しリバウンドを防ぐために、対象者

自身が健診結果や記録データをモニタリングする

ことが有用です。

次に、蓄積された集団の支援データを対象集団

の過去や他の集団と比較することが有用です。こ

れによって、対象の特性を明確にすることができ

ます。たとえば、保健指導の実施状況や効果を経

年で比較する、他の事業所と比較することを通じ

て、事業所特有の生活習慣、職場習慣および健康

リスクといった特性が把握できます。これは、保

健指導の対象年齢の拡大（引き下げ）や、非肥満

のリスク者を対象とした保健指導等、自健保組合

に合った効果的な方法を検討することにつながり

ます。

また、保健事業指針では、実施率を上げること

に加えて、生活習慣の改善により予防効果が期待

できる者を明確にして、優先順位をつけて行う考

え方も示されています。特定保健指導の評価の結

果から改善効果が高い年代やリスクの種類がわか

れば、プログラムへの参加を促す対象を特定する

ことも可能です。

このように、データヘルス計画では、特定保健

指導の取組を通して得られるデータや評価結果か

ら得られるデータを活用して、特定保健指導プロ

グラムの質の向上にとどまらず、生活習慣病の発

症予防に効果的な保健事業を設計することを目指

します。

個別の事業
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（２）疾病の重症化予防

疾病の重症化予防は、医療機関と連携して、生

活習慣病の進行や合併症の発症を抑える取組で

す。

重症化予防に取り組む前提として、対象とする

病気がどのように進行していくのか（自然史）を

知っておくことが大切です。その上で、病気の進

行の程度や治療状況に応じた対策を講じます。た

とえば、現在医療機関を受診している加入者に対

して、受診を継続してもらうようハガキや電話等

で働きかけます。服薬者は健診時の問診の服薬状

況やレセプトの通院・服薬状況から確認できま

す。また、健診結果と組み合わせることで生活習

慣の改善状況を把握できることから、受診してい

ても検査値が受診勧奨レベルの加入者が多い場合

は、治療状況を確認した上で、生活習慣改善の支

援を検討します。

保健事業指針では、健診・レセプト情報等を活

用して疾病リスクの高い者を抽出し、優先順位を

設定すること、病気の進行および合併症の発症を

抑えるために適切な保健指導、受診勧奨を行うこ

とが挙げられています。また、医療機関で受診中

の者を対象とする場合は当該医療機関と連携すべ

きことが示されています。

（３）�健康・医療情報を活用した
その他の取組

健診・レセプトデータを分析することによっ

て、自健保組合の疾病構造や加入者の受診行動を

把握することができます。具体的には、総医療費

に占める疾病別医療費の割合や経年変化、高額医

療費のランキング等が挙げられます。さらに、保

健事業指針では、データを活用した事業例とし

て、重複受診者への指導、後発医薬品の使用促進

が挙げられています。

複数の医療機関を重複して受診している加入者

に対して適切な受診について説明したり、後発医

薬品の利用を促したりすることで、患者負担の軽

減と医療費の適正化効果が期待できます。また、

健診データとレセプトデータを突合分析すること

により、リスクに基づく働きかけの優先順位を整

理することが可能となり、効果が上がりやすい対

象者の選定につながります。

ウォーキングプログラム等のポピュレーション

アプローチについても、健診や保健指導データを

利用することによって、より効果的な事業にする

ことが可能です。たとえば、生活習慣病リスクの

保有者を対象とした健診受診前の生活習慣改善プ

ログラムの案内や、特定保健指導で一定の効果を

上げた参加者を対象としたリバウンド防止プログ

ラム等が挙げられます。データを活用して集団の

特性に応じた通知やプログラムを工夫して実施す

ることによって、事業の効率を上げ、事業相互の

相乗効果も期待できます。
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事業主との協働（コラボヘルス）は、データヘ

ルス計画の特徴のひとつに掲げられています。事

業主と保険者がそれぞれの立場・役割で協働（コ

ラボヘルス）を推進していくことは、被用者保険

者の持つ強みや特性を踏まえた展開を目指す視点

からも不可欠な取組です。

事業所ではこれまで、労働安全衛生法に基づく

働く人の心とからだの両面にわたる健康づくりを

目指した活動として、トータル・ヘルスプロモー

ション・プラン（THP）が実践されてきました。

THPでは、個人の生活習慣を見直し、若年期か

ら継続的で計画的な健康づくりを進めることで、

働く人がより健康になることを目標としていま

す。

また、健康増進法の施策に合わせて厚生労働省

が策定した「職場における喫煙対策のためのガイ

ドライン」の下で、事業所の実態に即した喫煙対

策に取り組む環境整備が進められています。

このような取組の経緯や事業所の状況を踏まえ

て、どのような保健事業が職場で受け入れられ、

効果的・相補的な取組となるかを検討すること

は、相互の協力・信頼関係の構築に資すると考え

られます。

保健事業指針第五では、「五 事業主との関係」

として、「保険者は、十分な保健事業を実施する

ことができるよう、事業主又は事業主の代表者等

に対して、保険者又は事業所ごとの加入者の健康

状況や健康課題を客観的な指標を用いて示すこと

などにより、保健事業の必要性についての理解を

得るよう努めること」を求め、現状および健康課

題の共有が事業主の理解を得る起点になることを

示しています。実際、健保組合が「健康白書」と

して従業員の健康状況を共有したり、事業主との

会議を定期的に持つことで、職場の健康課題に関

する認識が深まり、職場環境の整備が進んだ企業

は少なくありません。

また、保健事業指針第五の五では、「保険者が

行う保健事業は、事業主が行う福利厚生事業や労

働安全衛生法に基づく事業と密接な関係がある。

このため、特に健保組合においては、保健事業の

実施に当たって、それぞれの役割分担を含めて、

2：関係機関との協働

P O I N T ◦事業主との協働（コラボヘルス）は、これまでの取組の経緯や事業所の状況を踏まえる
ことで推進され、保健事業の実効性を高める

◦特に、被扶養者への働きかけでは、健診機関や生活基盤である市町村等との協働も意
識する

◦コラボヘルスとは、事業主と保険者がそれぞれの立場・役割で協働を推進していくこと
である

事業主との協働（コラボヘルス）
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事前に事業主等と十分な調整を行い、効率的な実

施に努めること。」とし、従業員への働きかけに

おいて役割分担が明確になれば、相互の連携が進

むことを示唆しています。

前述の健保連の調査結果からも、コラボヘルス

が保健事業の実効性を高め、健康効果を高める可

能性がうかがえます。実際に、健保組合のデータ

を活用し、職場で重症疾患が発症している状況や

従業員（被保険者）の健康リスクを正しく把握し

たことで、積極的な健康投資（図表２－４）に舵

を切り、健康づくりの推進によりメタボリックシ

ンドロームの該当者減少の効果を上げている事業

主が現れ始めました。

従業員の健康を重要な経営課題と捉え、企業内

で健康増進に積極的に取り組む「健康経営」とい

う経営スタイルは、「「日本再興戦略」改訂2014」

でその推進が掲げられたところですが、事業主に

とってコラボヘルスは「健康経営」を進めるツー

ルにもなり得ます。

なお、保健事業指針では、40歳未満の被保険

者の健康診断データの活用等を進め、労働安全衛

生法に基づく事業との積極的な連携を推奨してい

ます。これは、若年期から検査値や生活習慣の状

況を捉えることによって、早期に効果的な働きか

けを行うことが容易になることから、予防医学的

に重要な取組です。

図表２－４　健康投資の考え方

従業員の健康づくりが　重要な3つの理由

従業員への健康投資が、企業活動を支えます。

少子高齢化や定年延長に伴って、
従業員の有所見率は上昇しています。
企業活力の源泉である従業員の健康を守るための
「攻め」の取組が必要になる時代です。

健保組合との協働は、
従業員の健康づくりに役立ちます。

企業活力

従業員の健康

企業が従業員の健康づくりに積
極的に取り組めば、職場の士気
や生産性の向上、企業イメージ
の強化に繋がり、人材確保、離
職防止にも有効です。

従業員の健康に関わるリスク
を放置し、過労死など労災認
定を受けるようなことがあれ
ば、高額な賠償請求の原因に
なるばかりでなく、企業の信
用も失墜し、企業競争力の低
下を招きます。

労働安全衛生法は、従業員の
安全と健康を確保することを
全事業主に義務づけていま
す。全員が健康診断を受け、
自らの健康状況や生活習慣改
善の必要性を認識すること
が、その第一歩です。

生産性の維持・向上

リスクマネジメント 社会的義務・責任

２：関係機関との協働
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　事業主との協働のみならず、関係機関との協働

も保健事業の運営を円滑にする上で重要なポイン

トとなります（図表２－５）。

（１）地方公共団体との協働

健保組合にとって被扶養者へ働きかける手段を

確保することは、保健事業の普及・定着を図る上

で重要ですが、必ずしも容易ではありません。被

扶養者にとって地域は生活の基盤であることか

ら、市町村等地方公共団体との協働に努めること

は大切です。

成人の被扶養者は女性の割合が高いことから、

若年期・壮年期の健康課題に対応する子宮頸がん

検診、乳がん検診の受診を促し、健康意識を高め

る方策は有用と考えられます。地方公共団体と協

力して、（健康増進法に基づく）がん検診の実施

主体である市町村の窓口等の情報を加入者に周知

する健保組合の試みも始まっています。両検診の

全国の受診率はそれぞれ20％程度で、地方公共

団体としても受診率を向上させる上で健保組合と

の連携は有意義です。

なお、人間ドック等の形で任意型のがん検診を

導入している健保組合においては、メタボリック

シンドロームの該当率が低い女性にはがん検診を

保健事業の入口として位置づけ、受診後に継続し

たコミュニケーションを図る方策もあります。

一方、市町村の国民健康保険では、企業退職者

の健診受診率は必ずしも高くないことが指摘され

ています。その理由としては、職場で毎年習慣的

に受診していた健診がなくなることが考えられま

す。このため、企業の退職前の年金セミナー等を

活用して地方公共団体が健康施策に関して情報提

供する試みが始まっています。国保に移行しても

特定健診や地方公共団体が実施する各種健康事業

があることを伝え、退職後の円滑な利用を促すね

らいです。

このような連携は、健保組合には退職者への有

用情報の提供、地方公共団体には事業への参加促

進といった相互にメリットがあり、発展的な協働

につながる可能性があります。特定の地域に事業

所が集中している一部の健保組合を除いて、多く

の健保組合は全国に加入者が居住することから、

現状では地方公共団体との協働にはハードルがあ

りますが、将来的には健診の共同事業化等に複数

の健保組合が連携して取り組むことによって、地

方公共団体との効率的な協働が生まれる可能性が

あります。

図表２－５　その他関係機関との協働

関係機関 協働内容 対象者

地 方 公 共 団 体 （健康増進法に基づく）がん検診の周知・受診促進
被扶養者

（被保険者）

市町村国民健康保険 （企業の）退職前の年金セミナー等で市町村国保の特定健
診等の健康施策の情報を提供

被保険者

企 業 日常生活で触れる商品やサービスと一緒に健康情報を提供、
プログラムの利用促進を目的とした協賛等

被保険者
被扶養者

健 診 機 関 健診受診後に特定保健指導を実施、年間を通じて健康情報
を提供

被保険者
被扶養者

学 術 機 関 健康課題の抽出や事業評価の場面で、専門的な知識やノウ
ハウを付与

被保険者
被扶養者

その他関係機関との協働
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（２）企業との協働

企業との協働は、健康づくりの幅を広げたり、

保健事業のコスト低減にもつながる可能性があり

ます。

健康日本21（第二次）では、その基本的な方

向の中で、「個人の健康を行政機関のみならず、

広く国民の健康づくりを支援する企業、民間団体

等の積極的な参加協力を得ること」を挙げてお

り、「企業活動や自社の商品・サービスを通じ

て、より多くの国民に対して健康づくりの意識を

高め、行動を変えるよう働きかけを行うことによ

り、健康に関する情報の露出が図られ、健康づく

りへの意識づけが広がることが期待される」と指

摘しています。

日常生活で触れる商品やサービスと一緒に健康

情報が提供されれば、消費者の意識が自然に高ま

る可能性があります。地方公共団体との連携の

下、がん検診の重要性をPRするリーフレットを

自社の顧客に配布する、健康プログラムの参加者

に商品の割引をするクーポンを提供する、利率の

良い預金商品を提供するといった企業の取組も始

まっています。企業が提供する各種プログラムの

ねらい・内容を見極めた上で、保健事業に活用す

ることが考えられます。

（３）健診機関との協働

健診の受診は健康づくりの起点になる貴重な機

会であり、このチャンスを活かす取組は有用で

す。

人間ドック健診機関等では、当日の結果説明や

特定保健指導の実施だけでなく、健診受診後も受

診者に健康情報の提供によって年間を通じてコミ

ュニケーションを図り、健康づくりの推進や継続

受診を促しています。また、健診機関との協働

は、継続した接点がつくりにくい被扶養者との動

線を構築する上でも有用です。

検査項目数や設備といったことだけではなく、

健保組合と協働して保健事業を実施する健診機関

を選ぶことが、効果的な保健事業の実現にも寄与

します。

（４）学術機関との連携

健康課題の抽出や事業評価等専門的な知識やノ

ウハウが必要となる場面で、医療専門職がいない

健保組合がこれらを実施する際に苦労することは

少なくありません。

　地元の大学等と連携することは、健保組合に不

足しがちな医学、公衆衛生学、疫学等の学術的な

視点を保健事業に活用する観点から有用です。大

学との連携によって、健診・レセプトデータ等を

科学的に分析できるほか、協働で保健事業を実施

する場合には、当該保健事業の企画や実施方法、

評価方法を適切に設定できるようになると考えら

れます。

２：関係機関との協働

第

1
章

第

2
章

第

3
章

S
T
E
P 

1

S
T
E
P 

2

S
T
E
P 

3

S
T
E
P 

4

第

5
章

第

4
章

は
じ
め
に

第

2
章

� 33



 



第３章

データヘルス計画の策定

“データに基づく保健事業の設計書”を作成するためのポイントを整理します。
事前準備から計画の見直しまでを４つのＳＴＥＰに分けて、どのような視点で何をすればよいかを整理します。

ここでは、データヘルス計画の作成に焦点を当て、検討する流れをわかりやすくするために、本文中にＡ健
保組合の想定事例を示しています。
計画の作成に当たっては、３年間で実施する保健事業の中で、１年目、２年目で何を達成するかというこ

とや、目指すべき姿を短期と長期の両方の視点でイメージすると、第一歩を踏み出しやすくなります。
大切なのは、保健事業の検討につながる分析、現状の把握をすることです。データの分析自体がデータ
ヘルスの目的ではありません。健診・レセプトデータに基づく分析は健保組合の健康課題を抽出するために
有用ですが、現在の取組を振り返ることからも、より効果的な事業へ改善を図るヒントを得ることができます。
手をつけやすいところから始めてみましょう。たとえば、「ＰＤＣＡ」の順にこだわらず、既存の取組の評価
（Ｃ）から始める「ＣＡＰＤ」の順にするのも一つの方法として考えられます。

STEP 1 現状を把握する
　（１）�現在の取組の棚卸し（加入者の属性、事業所の概要を整理し、健保

組合・事業主のこれまでの取組を振り返る）
　（２）基本分析で現状把握（健診・レセプトデータ等から現況を把握）

	 ①　事前準備
	 ②　保健事業の対象とすべき疾病の把握
	 ③　詳細な把握

STEP 2 健康課題を抽出する
　現状把握から見える健康課題を抽出し、併せて解決の方向性を整理

STEP 3 課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する
　抽出した健康課題に対応した保健事業を、保健事業の基盤・個別の事業
　ごとに設計。（数値）目標と評価指標を設定

STEP 4 事業の運営を通じて計画の見直しを図る
　評価結果に基づき、必要に応じて計画を見直す

保健事業の実施
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（１）現在の取組の棚卸し

保健事業が普及・定着するためには、加入者の属性や事業所の環境に適した事業であることが大切です。

また、健保組合や事業主がこれまでに取り組んできた事業を活用する視点が重要になります。

具体的には、以下の事項について、把握できるところから整理していきます。健保組合の取組に関して

は、まずは各種健診・検診や特定保健指導といった主な保健事業から整理します。事業主の取組については、

１年目、２年目と事業主との連携を進める中で徐々に把握していくことで構いません。事業主の取組の内容

を知ることによって、健保組合の保健事業として活用できる資源や連携し得る体制のあり方が明確になって

いきます。

■加入者の属性（性・年齢構成、人数、居住圏等）
　　加入者の性・年齢構成は健康課題に大きく影響します。また、加入者の居住地（分布）は地方公共

団体との協働の可能性を検討する上での有用な情報となります。

■�事業所の概要（事業所数・規模、業種・業態、職種構成、勤務形態、衛生管理組織、関連設備・施
設等）

　　保健事業の周知を図る方法（いつ、どこで、誰に、どのようにして周知すれば効果的か）やプログ

ラム内容を検討する上で、事業所の様子や業種、勤務形態は必要な情報となります。食堂や売店、自

動販売機の設置状況やメニューも職場環境を整備する際の参考情報です。

■健保組合の取組（目的・概要、対象、実施状況、課題等）
　　既に実施されている保健事業の目的および概要、対象、目標、課題を整理することで、自健保組合

の健康課題に合う事業であるか、今後見直しの必要があるか、リソースを補完すべきか、といった検

討に活用することができます。

■事業主の取組（目的・概要、対象、実施状況、課題等）
　　事業主における取組についても、その目的および概要、対象、目標、課題を整理することで、健保

組合の保健事業として活用し得るかの検討に活用することができます。事業主の事業内容を知ること

は、連携の強化や相互の役割分担の明確化にもつながります。

P O I N T ◦はじめに加入者の属性、事業所の概要、健保組合・事業主がこれまで実施してきた
取組を整理（振り返り）。何ができていて何ができていないかを整理し、これまでの
事業を活用する視点が重要

◦健保組合の健康課題を明確にするため現状を把握。基本分析で他健保組合や自健
保組合の過去と比較して特徴を明確にする

STEP 1：現状を把握する

第 3章

36



STEP 1 

データヘルス計画書（健保組合共通様式）STEP１：現状を把握する　（１）現在の取組の棚卸し

【参考例】１枚目� 本書➡p.38

【参考例】３枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】4枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】２枚目� 本書➡p.38

基本情報

（１）現在の取組の棚卸し
STEP 3

【参考例】11枚目� 本書➡p.64

実施計画

STEP 1
（２）基本分析で現状把握

【参考例】6枚目� 本書➡p.49

医療費

【参考例】8枚目� 本書➡p.55

リスク者把握

【参考例】9枚目� 本書➡p.57

後発医薬品

【参考例】5枚目� 本書➡p.44

事前準備

【参考例】7枚目� 本書➡p.49

健診結果

STEP 2

【参考例】10枚目� 本書➡p.60

健康課題の抽出
0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

*3

*4
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40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

*3

*4

47.7％
B. 肥満

52.3％
A. 非肥満

4.8%
11.3%

22.4%

25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
B. 肥満

52.1％
A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性） *1

*1

*2

*2
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基本情報

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

・
A�Health�insurance

�as

so
ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

自健保組合の特徴
がわかると課題を
解決する対策の検
討に役立ちます。

この番号は「基本
情報から見える特
徴」の番号に対応
しています。
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「STEP１（現状把握）」で行った「（１）現在の取組の棚卸し」や
「（２）基本分析で現状把握」の結果は、下のように「STEP２（健
康課題の抽出）」（p.60）に記載していきます。

基本情報から見える特徴

対策検討時に留意すべき点

★当健保組合では基本情報から、次のような特徴を把握しました。

＊１　大規模な健保組合（被保険者数２万６千人、加入者数５万人弱）である。
＊２　全適用事業所のうち、母体企業の本社に被保険者のおよそ半数が所属している。
＊３　事業主の拠点が全国にあり、加入者も点在している。
＊４　30歳代後半から40歳代に加入者構成が偏っている。
＊５　健保組合には、医療専門職が不在。

★以上の特徴から、対策検討時に留意すべき点を以下のとおり整理することができます。
＊１～＊３について

　当健保組合が加入者（特に被保険者）個々に対して直接的に働きかけることは、効果性・効率性から有
効ではないと考えるため、事業主との協働（コラボヘルス）が重要である。その際、全国一律に開始する
ことは難しいため、協力的な事業所との事例づくりから始める。特に被保険者のおよそ半数が所属する本
社は、重要協働先として位置づけたい。
＊４について

　将来的な加入者構成（５～10年後には40～50歳代に加入者構成が偏る）を考えた場合、30歳代後半から
40歳代の加入者の健康保持・増進が重要となる。
＊５について

　保健事業を実施する過程では、定期的な効果測定を行うが、その結果に対する考察や次の展開への仮説
の設定には、予防医学的な知識・経験が必要となるため、事業主の専門職もしくは委託事業者の活用を検
討する。

検討した「留意
点」は、ここに
書き込みます。

検討した「対策の
方向性」は、ここ
に書き込みます。

p.60

把握した「特徴」
は、ここに書き込
みます。

把握した「健康課
題」は、ここに書
き込みます。

STEP 1：現状を把握する
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・
A�Health�insurance

�as
so

ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

実施状況

棚卸しから見える特徴

★当健保組合の既存の取組を整理したことで、次のような特徴を把握しました。

＊１　生活習慣病のリスク保有者への対策は、特定保健指導のみである。
＊２　機関誌を自宅に持ち帰らない被保険者が多い。
＊３　ウォーキングプログラムの参加者が固定化されている。
＊４　人間ドック、歯科検診は受診者が固定化されている。
＊５　被保険者における婦人科健診の受診率が低い。

この番号は「棚卸しから見える特
徴」の番号に対応しています。

事業主の取組は、わかる範囲でOK。
年々、協働を進めながら把握していきます。
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検討時に留意すべき点

★以上の特徴から、対策検討時に留意すべき点として以下を整理することができます。
＊１について

非肥満のリスク保有者や服薬中のため特定保健指導の対象とならない者、40歳未満の者で生活習慣病の
リスク保有者に対し、生活習慣の改善を促す支援を行ってこなかったため、多くの生活習慣病リスク保有
者が放置されていた可能性がある。健診・レセプトデータに基づく現状把握の結果を踏まえて、対策の内
容と優先順位を判断したい。
＊２について

機関誌は、健保組合が加入者に対して網羅的に情報発信できる手段であり、すべての保健事業のプロモ
ーションとしての重要なツールであることから、プロモーションの効果を最大化するために、配送方法（自
宅直送）や誌面の内容について、これまで以上に工夫する必要がある。
＊３について

　参加者を拡大する工夫として、機関誌のみでの案内から、事業所にイベント告知ポスターを貼ってもら
う、健診データに基づく「情報提供」と併せて周知するといった対策を検討したい。
＊４について

　人間ドックや歯科検診の受診者が固定化されていると、加入者全体での健診・検診によるスクリーニン
グ効果が低下することから、新規受診者を取り込む工夫が必要である。

ただし、受診者が増えた場合の健診・検診費用を考えると、現状の枠組を維持することは困難であるこ
とから、レセプトデータに基づく現状把握の結果を踏まえて、健診メニューや、対象者、自己負担額（例：
節目年齢は全額補助）等のあり方を検討する必要がある。
＊５について

　職場での健診実施や、就業時間内での健診受診を可能とする等の工夫をしたが、これ以外に、婦人科健
診の必要性を訴求するプロモーション活動や、自己負担額の見直しを検討する必要がある。

■Ａ健保組合と同じような特徴が見えた場合、留意すべき点は前記以外にもあります。実際、Ａ健
保組合でも基本情報の把握や、これまでの取組を整理したことで課題が見つかり、様々な検討を
する中で、前記のような整理ができました。

■健保組合の体制、事業所の構成や環境は、保健事業の運営に影響を与えると考えられます。基本
情報を把握しておくと、どのような保健事業が実施可能か、どのようなやり方が事業主に受け入
れられやすいか、といったことを検討する際の参考となるでしょう。

■また、これまでの取組を健保組合、事業主ごとに整理してみると、重複している事業や目的が明
確でない事業が出てくる可能性があります。それらの事業については、健康課題に応じた事業を
選定する際に、改めて位置づけを検討することが重要となります。

基本情報や取組を整理してみると…現状から見える
次のアクション

STEP 1：現状を把握する
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（２）基本分析で現状把握

　自健保組合の健康課題を明確にする目的で、現状を把握します。保健事業指針では、「実施計画の作成に

当たっては、特定健診の結果、レセプト情報等を活用し、保険者、事業所、加入者等ごとに、生活習慣の状

況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の状況等を把握し、分析すること。」としています。

本手引きではレセプト管理・分析システムを活用して、「①�事前準備」、「②�保健事業の対象とすべき疾
病の把握」、「③�詳細な把握」に分けて整理します。

また、保健事業指針では分析の際、「性別、年齢階層別、疾病別の分析のほか、経年的な変化、他の保険

者又は事業所との比較等更に詳細な分析を行うよう努めること」としています。これは、年齢階層や事業所、

業種（企業）といった集団相互で比較することで、当該集団の特徴を捉えやすくなり、リスク発生の背景を

探ることにつながるからです。

①　事前準備

はじめに、特定健診の受診状況、特定保健指導の実施状況、メタボリックシンドローム該当者および予備

群の推移等を把握しておきます。これは、他の健保組合との比較を通じて、対策の必要性を確認することに

加え、たとえば特定の年齢階層や被扶養者で受診率が相対的に低い場合に、把握した集団の特性に偏りがあ

る可能性を考慮するためです。また、特定保健指導の脱落率といった指標を捉えておくと、プログラムの内

容や実施方法等に関する見直し、効果をあげる工夫の検討に活用できます。
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STEP 1

データヘルス計画書（健保組合共通様式）STEP１：現状を把握する　（２）基本分析で現状把握

【参考例】5枚目� 本書➡p.44

【参考例】6枚目� 本書➡p.49

医療費

【参考例】7枚目� 本書➡p.49

【参考例】8枚目� 本書➡p.55

リスク者把握

【参考例】9枚目� 本書➡p.57

後発医薬品

（２）基本分析で現状把握

事前準備

健診結果

STEP 1
（１）現在の取組の棚卸し

【参考例】1枚目� 本書➡p.38

【参考例】3枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】4枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】2枚目� 本書➡p.38

基本情報

STEP 3

【参考例】11枚目� 本書➡p.64

実施計画

STEP 2

【参考例】10枚目� 本書➡p.60

健康課題の抽出
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受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性） *1
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事前準備

・
A�Health�insurance
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at
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Case
�of

A健保組
合

の事例

⇒下記 ⇒p.46 ⇒p.47

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.１（１）特定健診受診率全体集計比較
　「強制」の「被保険者」⇒ア．
　　　　　　「被扶養者」⇒イ．
※「全組合集計」と比較します。

◆特定健診の受診状況から見える課題

この番号は「基本分析に
よる現状把握から見える
主な健康課題」の番号に
対応しています。
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基本分析による現状把握から見える主な健康課題

対策の⽅向性

★当健保組合では、前掲のグラフを作成し、他健保組合と比較した結果、課題として以下のことがわかり
ました。

＊１ 	 他の健保組合より被保険者の特定健診受診率が低い。事業主へのヒアリングから、健診の重要性
を認識していない者や、健診当日にキャンセルする者が一定数いることが背景にあると考えられ
る。

＊２ 	 他の健保組合より被扶養者の特定健診受診率が低い。女性の比率が高い被扶養者においては、特
定健診のメニューだけでは健診受診をメリットとして感じていないことが背景にあると考えられ
る。

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
＊１について

事業主と協力して健診受診の重要性を訴求するプロモーション活動を行うとともに、職場での健診日の
案内を徹底することを検討したい。同時に、受診しやすい環境の整備を目的に、繁忙期と健診実施日が重
ならないよう配慮すること等を検討したい。
＊２について

特定健診を婦人科健診とセットで受診できるような工夫を検討したい。また、事業主の拠点周辺（特に
工場）には、被扶養者が居住しているため、これらの地域を中心に、巡回健診の実施を検討したい。

■被保険者の健診受診率が低い健保組合では、健診の重要性を個々に啓発するのみならず、Ａ健保
組合の事例のように、健診を受けやすい職場環境の整備を検討することも一つの手です。事業主
への働きかけの一歩として、事業所ごとの健診受診率を事業主に示し、事業主側に現状を理解し
てもらうことや、受診率が高い事業所の環境や働きかけの工夫を、受診率が低い事業所にも周知
し支援する、といった方法もあるでしょう。

■被扶養者の受診率が低い場合には、健診を受診できる機関が近くにあるのか、健診受診の必要性
を被扶養者に周知してきたのか等、様々な原因を考え、対策を検討する必要があるでしょう。健
診の受診後には健診結果の情報提供を丁寧に行い、毎年継続して受診する必要性を伝えること
や、Ａ健保組合のように、婦人科健診とセットで受診できるよう工夫するといったことも一つの
手かもしれません。

特定健診の受診率が低い場合の一手は…現状から見える
次のアクション

STEP 1：現状を把握する
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STEP１ 特定健診・保健指導の実施状況等

ア．（被保険者）

イ．（被扶養者）

ウ．（被保険者）
【特定健診の実施率】 【特定保健指導の実施率】 オ．（メタボ該当率の減少率＿被保険者）

カ．（特定保健指導対象者の減少率＿被保険者）エ．（被扶養者）

ア,イ
・他の健保組合より、被保険者および被扶養者の受診率が低い（*1・*2）。
→（被保険者）事業主へのヒアリングから、健診の重要性を認識していない者や、健診当⽇にキャンセルする者が⼀定数いることが背景にあると考えられる。
→（被扶養者）⼥性の⽐率が⾼い被扶養者においては、特定健診のメニューだけでは健診受診をメリットとして感じていないことが背景にあると考えられる。

ウ．
・被保険者（65歳未満）の特定保健指導の実施率が他の健保組合より低い（*3）。
→事業主へのヒアリングから、事業主の専⾨職に委託していた特定保健指導において、対象者が産業保健の保健指導と重なった場合に、特定保健指導にカウントしていなかったことが
判明。また、特定保健指導の実施が平⽇の⽇中のみのため、仕事で忙しい対象者が特定保健指導を受けることができなかったのではないかと考えられる。

エ． ・被扶養者の特定保健指導の実施率は他の健保組合より⾼い（*4）。
→ただし、特定健診の受診率が低いことを考慮すると、そもそも健康意識が⾼い者が受診をしていたために、特定保健指導の実施率も⾼かったのではないかと考えられる。

オ． ・メタボリックシンドローム該当者の減少率が他の健保組合より低い（*5）。
→特定保健指導の実施率が低かったことが原因として考えられるほか、特定保健指導以外に、⽣活習慣病のリスク保有者への対策を⾏っていなかったことが背景として考えられる。

カ． ・特定保健指導対象者の減少率が他の健保組合よりやや⾼い（*6）。
→特定保健指導対象から服薬に移⾏したことで、特定保健指導対象者は減ったものの、メタボ該当者・予備群の減少に結びついていない可能性が考えられる。

*1

*2

*3

*4

*5

*6
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対策の⽅向性

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることがで
きます。
＊3について

事業主の専門職と連携を緊密に図る必要がある。同時に、平
日の夜間や土日も特定保健指導を受けられる体制を検討してい
きたい。
＊4について

まずは特定健診の受診率を高めることを目指す。健診の案内
時に、特定保健指導のプロモーションを併せて行うことを検討
したい。また、巡回健診を検討する際には、健診会場で後日、
保健指導まで実施できないか検討したい。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

★当健保組合では、左のグラフを作成し、他健保組合と比較し
た結果、課題として以下のことがわかりました。

＊3 	 被保険者（65歳未満）の特定保健指導の実施率が他
の健保組合より低い。事業主へのヒアリングから、事
業主の専門職に委託していた特定保健指導において、
対象者が産業保健の保健指導と重なった場合に、特
定保健指導にカウントしていなかったことが判明した。
また、特定保健指導の実施を平日の日中のみとしてい
たことから、仕事で忙しい対象者が特定保健指導を
受けることができなかったのではないかと考えられる。

＊4 	 被扶養者の特定保健指導の実施率は他の健保組合よ
り高い。ただし、特定健診の受診率が低かったこと
を考慮すると、そもそも健康意識が高い者が受診を
していたために、特定保健指導の実施率も高かった
のではないかと考えられる。

■Ａ健保組合の事例のように、被保険者の特定保健指導の実施率は、プログラムに参加しやすい環
境かどうかに影響を受けている可能性があります。職場の状況に応じた日時の設定、事業所のア
クションが大切です。特定健診と同様、事業所ごとの実施率を事業主に示したり、実施率が高い
事業所の工夫を共有することで事業主側の課題認識を高めることができます。年代や事業所で実
施率が大きく異なる場合は、その背景を探ることも実施率アップのヒントになるでしょう。

■また、加入者個々の健康意識も重要です。健診結果に基づく情報提供を個別に行うことで、自ら
の健康状況（健康リスク）や生活習慣改善の必要性を認識してもらうというのも実施率を上げる
一つの手でしょう。

特定保健指導の実施率を上げるには...

◆特定保健指導の
　実施状況から見える課題

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.２（１）特定保健指導実施率全体集計比較
　「強制」のうち、
　「積極的支援」の	 「被保険者」⇒ウ．
	 「被扶養者」⇒エ．
　「動機付け支援」の	「被保険者」⇒ウ．
	 「被扶養者」⇒エ．
※「全組合集計」と比較します。

現状から見える
次のアクション
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全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

*3

*4
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対策の⽅向性

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えること
ができます。
＊5について

特定保健指導の実施率を上げ、メタボリックシンドロー
ム該当者・予備群を減らすことが重要。また、新規のメタ
ボリックシンドロームへの悪化者を減らすことも必要とな
る。そのためには、メタボ該当者以外を含む加入者全体の
意識を高め、行動変容を促す目的で、データヘルス計画の

「保健事業の基盤」に位置づけられたオーダーメイド的な
情報提供を効果的に行う工夫をしたい。
＊6について

服薬への移行者についても、健診結果の推移を把握し、
必要な働きかけを検討していきたい。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

★当健保組合では、左のグラフを作成し、他健保組合と比
較した結果、課題として以下のことがわかりました。

＊5 	 メタボリックシンドローム該当者の減少率が他
の健保組合より低い。特定保健指導の実施率が
低かったことが原因として考えられるほか、特
定保健指導以外に、生活習慣病のリスク保有者
への対策を行っていなかったことが背景として
考えられる。

＊6 	 特定保健指導対象者の減少率が他の健保組合よ
りやや高い。特定保健指導対象から服薬に移行
したことで、特定保健指導対象者は減ったもの
の、メタボ該当者・予備群の減少率はそれほど
改善していない可能性が考えられる。

■メタボリックシンドローム該当者を減らす上で、特定保健指導の参加者の改善効果を把握するこ
とは重要ですが、集団全体でのメタボ該当率の推移を併せて確認します。メタボ該当率が増えて
いたら、特定保健指導の効果が集団全体に波及していないことになります。その場合は、実施率
の向上や特定保健指導の対象となる前段階からの悪化防止策の検討が重要です。

■特定保健指導の効果は必ずしも短期間で医療費の適正化に結びつくとは限りません。参加者が自
らの健康状況を認知し、行動変容とその継続により健康状況の改善がなされ、その結果として、
病気の発症防止や医療費の適正化につながります。このため、特定保健指導の効果は経年で、か
つ集団全体で捉えていくことが大切です。

特定保健指導の効果から見える一手...

◆特定保健指導の
　効果から見える
　課題STEP１ 特定健診・保健指導の実施状況等

ア．（被保険者）

イ．（被扶養者）

ウ．（被保険者）
【特定健診の実施率】 【特定保健指導の実施率】 オ．（メタボ該当率の減少率＿被保険者）

カ．（特定保健指導対象者の減少率＿被保険者）エ．（被扶養者）

ア,イ
・他の健保組合より、被保険者および被扶養者の受診率が低い（*1・*2）。
→（被保険者）事業主へのヒアリングから、健診の重要性を認識していない者や、健診当⽇にキャンセルする者が⼀定数いることが背景にあると考えられる。
→（被扶養者）⼥性の⽐率が⾼い被扶養者においては、特定健診のメニューだけでは健診受診をメリットとして感じていないことが背景にあると考えられる。

ウ．
・被保険者（65歳未満）の特定保健指導の実施率が他の健保組合より低い（*3）。
→事業主へのヒアリングから、事業主の専⾨職に委託していた特定保健指導において、対象者が産業保健の保健指導と重なった場合に、特定保健指導にカウントしていなかったことが
判明。また、特定保健指導の実施が平⽇の⽇中のみのため、仕事で忙しい対象者が特定保健指導を受けることができなかったのではないかと考えられる。

エ． ・被扶養者の特定保健指導の実施率は他の健保組合より⾼い（*4）。
→ただし、特定健診の受診率が低いことを考慮すると、そもそも健康意識が⾼い者が受診をしていたために、特定保健指導の実施率も⾼かったのではないかと考えられる。

オ． ・メタボリックシンドローム該当者の減少率が他の健保組合より低い（*5）。
→特定保健指導の実施率が低かったことが原因として考えられるほか、特定保健指導以外に、⽣活習慣病のリスク保有者への対策を⾏っていなかったことが背景として考えられる。

カ． ・特定保健指導対象者の減少率が他の健保組合よりやや⾼い（*6）。
→特定保健指導対象から服薬に移⾏したことで、特定保健指導対象者は減ったものの、メタボ該当者・予備群の減少に結びついていない可能性が考えられる。

*1

*2

*3

*4

*5

*6

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
３.１（２）内臓脂肪症候群該当者と保健指導対象者
減少率
　「強制」「男女計」「本人」のうち、
　「内臓脂肪症候群該当者の減少率」の
　	 「今年度」⇒オ．
　「特定保健指導対象者の減少率」の
	 「今年度」⇒カ．
　※「全組合集計」と比較します。

現状から見える
次のアクション

事前準備
前年度のメタボリック
シンドローム該当者の
うち、当該年度にメタ
ボリックシンドローム
でなくなった人の割合

STEP１ 特定健診・保健指導の実施状況等

ア．（被保険者）

イ．（被扶養者）

ウ．（被保険者）
【特定健診の実施率】 【特定保健指導の実施率】 オ．（メタボ該当率の減少率＿被保険者）

カ．（特定保健指導対象者の減少率＿被保険者）エ．（被扶養者）

ア,イ
・他の健保組合より、被保険者および被扶養者の受診率が低い（*1・*2）。
→（被保険者）事業主へのヒアリングから、健診の重要性を認識していない者や、健診当⽇にキャンセルする者が⼀定数いることが背景にあると考えられる。
→（被扶養者）⼥性の⽐率が⾼い被扶養者においては、特定健診のメニューだけでは健診受診をメリットとして感じていないことが背景にあると考えられる。

ウ．
・被保険者（65歳未満）の特定保健指導の実施率が他の健保組合より低い（*3）。
→事業主へのヒアリングから、事業主の専⾨職に委託していた特定保健指導において、対象者が産業保健の保健指導と重なった場合に、特定保健指導にカウントしていなかったことが
判明。また、特定保健指導の実施が平⽇の⽇中のみのため、仕事で忙しい対象者が特定保健指導を受けることができなかったのではないかと考えられる。

エ． ・被扶養者の特定保健指導の実施率は他の健保組合より⾼い（*4）。
→ただし、特定健診の受診率が低いことを考慮すると、そもそも健康意識が⾼い者が受診をしていたために、特定保健指導の実施率も⾼かったのではないかと考えられる。

オ． ・メタボリックシンドローム該当者の減少率が他の健保組合より低い（*5）。
→特定保健指導の実施率が低かったことが原因として考えられるほか、特定保健指導以外に、⽣活習慣病のリスク保有者への対策を⾏っていなかったことが背景として考えられる。

カ． ・特定保健指導対象者の減少率が他の健保組合よりやや⾼い（*6）。
→特定保健指導対象から服薬に移⾏したことで、特定保健指導対象者は減ったものの、メタボ該当者・予備群の減少に結びついていない可能性が考えられる。

*1

*2

*3

*4

*5

*6

前年度の特定保健指導対
象者のうち、当該年度に
特定保健指導対象者でな
くなった人の割合

STEP 1：現状を把握する
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②　保健事業の対象とすべき疾病の把握

医療費の多寡や健康リスクの度合いを判断する絶対的な基準はありません。そのため、他の健保組合や自

健保組合の過去と比較することにより、自健保組合の特徴が明確になります。また、集団の状況を見失わな

いように、はじめから詳細な分析には入らず、大きな区分けから把握していくことがポイントです。

保健事業の対象とする疾病は、予防が可能である疾病にすることが大切です。予防が可能な代表的な疾病

には、循環器系疾患、内分泌・栄養・代謝疾患、新生物、歯の疾患等があります。精神・行動疾患や筋骨格

系・結合組織疾患には、統合失調症やリウマチ等の予防が困難で保健事業の対象となりにくい疾病も含まれ

ることに留意しなくてはいけません。呼吸器疾患については、被扶養者の医療費を分析すると上位に上がっ

てくることがありますが、多くの場合、その背景にあるのが子どもの風邪等であることから、対策の可能性

や方法をよく検討する必要があります。

◦ 医療費の規模

　　レセプトデータから確認するのは、保健事業の対象とすべき疾病は何か、ということです。まずは、総

医療費に占める割合が大きく、対策をとることが可能な疾病を把握します。医療費適正化に向けて、事業

主の理解を得るためにも、医療費の規模の把握は欠かせません。

　　具体的には、疾病大分類を一人当たり医療費の高い順に並べかえた後、自健保組合として対策をとれる

ものは何か、上位から確認します。他の健保組合、同業他社と比較すると、より特徴が明確になります。

課題を明確にするために、全体の集計だけでなく、男女別、被保険者・被扶養者別、入院・入院外別のグ

ラフを作成して分析しておくことも考えられます。

　　なお、過去から医療費が増えている疾病、減っている疾病についても把握しておきます。規模が大きく

対象者が少ない疾病より、規模が大きくなくても、特に医療費が増えている疾病や罹患者が多い疾病等に

ついては、早期の対策検討が必要な場合があります。
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47.7％
B. 肥満

52.3％
A. 非肥満

4.8%
11.3%

22.4%

25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
B. 肥満

52.1％
A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性） *1

*1

*2

*2

医療費

健診結果

・
A�Health�insurance

�as
so

ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

⇒p.50 ⇒p.53

⇒p.52 ⇒p.54
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・
A�Health�insurance

�as
so

ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例STEP１ ⼀⼈当たり医療費

キ. 「循環器系疾患」、「新⽣物」、「⻭科」が特に⾼く、続いて「内分泌・栄養・代謝疾患」、「精神・⾏動疾患」の順となっていた。また、
「循環器系疾患」、「⻭科」、「精神・⾏動疾患」は他の健保組合よりも⾼い（*1）。

ク． 「脳⾎管障害」や「虚⾎性⼼疾患」等、「循環器系疾患」における重症疾患が他の健保組合よりも特に⾼い。また、「⼈⼯透析」が
他の健保組合より⾼い（*2）。

キ．（疾病⼤分類別⼀⼈当たり医療費＿被保険者・男性）

ク．（⽣活習慣病に関わる疾病の⼀⼈当たり医療費＿被保険者）
円

円*1

*2

*2

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

★当健保組合では、疾病大分類別一人当たり医療費を分析した結果、次のような課題がわかりました。

＊１ 	「循環器系疾患」、「新生物」、「歯科」が特に高く、続いて「内分泌・栄養・代謝疾患」の順とな
っていた。また、「循環器系疾患」、「歯科」は他の健保組合よりも高い傾向であった。

対策の⽅向性

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・「循環器系疾患」や「内分泌・栄養・代謝疾患」は生活習慣病が主であることが多く、予防対策が可能

であり、特定健診データからリスク者を把握できるため、介入効果が期待される疾病として位置づける。
・「新生物」は、早期発見・早期治療が大切であるため、まずは早期発見の機会を提供するために、疾病

中分類の傾向を確認し、人間ドックや婦人科健診のメニューや健診のあり方を考えたい。
・「歯科」は、医療費がかかっている対象を確認し、それに応じた対策を行うことで予防効果が期待され

る。したがって、発症している性・年代を確認し、該当層をねらった歯科保健のプロモーションを行う
とともに、歯科検診の対象としていきたい。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
４.１（２-１）疾病分類別レセプト単位医療費�比較分析
　「強制」「医科計」「疾病19分類」「男性」「本人」の
「一人当たり医療費」	 ⇒キ．
　「強制」「歯科」「男性」「本人」の「一人当たり医療費」　
	 ⇒キ．
※「全組合集計」と比較します。 
※自組合の一人当たり医療費が多い順に並べ替え

◆疾病大分類別一人当たり医療費から見える課題

医療費

被扶養者で見ると、第１位になる
場合が多いですが、子どもの風邪
による影響が大きいため、対策を
とりにくいです。

女性の割合が高い健保組
合では、乳がんなどの婦
人科系疾患により、高く
なる傾向があります。

医療費から見
える課題を整
理すると、対
策の方向性が
わかります。

新生物

呼吸器
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◦ 高額医療費の内容

　　前記の分析で概要を捉えたら、次に、高額医療費のランキングから対策が可能なのに見落としている疾

病がないかを確認してもよいでしょう。高額医療費は、一人当たり医療費は高いものの発症頻度は少ない

疾病が多いため、前記の集計結果には表れないからです。

　　高額医療費の発生者に関しては、過去のレセプトデータや健診データと突き合わせて、それまでの経緯

がどのようになっていたかを確認すると対策のヒントが得られます。

◦ 加入者の健康状況

　　医療費は医療機関を受診した加入者のコスト状況であるため、医療費が低い健保組合であっても必ずし

も健康課題がないわけではありません。特に生活習慣病は自覚症状がなく、加入者の多くが働き盛り世代

である健保組合においては、健康状況が悪化してからでないと受診しない場合も少なくありません。

　　健診データからは、病気にかかっていない人、医療機関にかかっていない人を含めた加入者全体の健康

状況を把握します。健保組合全体および事業所において、既に病気の領域にいる人、病気の一歩手前の人

等のリスク状況を把握することで、どのような予防の働きかけをすればよいかを検討することができます。

　　ここでは、自健保組合の健康状況を把握するために、健康分布図を用います。健康分布図では、肥満と

生活習慣病リスクの保有状況の人数比を面積で示しています。この図により、特定健診受診者における特

定保健指導対象者や肥満者、服薬者の割合を視覚的に確認できるだけでなく、対象集団全体の健康状況が

把握できることから、対策を検討しやすくなります。

　　なお、集団の特徴を捉える際には、性・年齢構成や業種が似ている集団と比較をすることが有用です。

これは、性・年齢によって健康課題が設定しやすいことや、働き方、職場環境に応じた対策の検討が考え

られるからです。健康分布図は、女性の割合が多い集団では肥満の割合が低く、年齢構成が高い集団では

生活習慣病リスクの保有状況が高くなる傾向があります。他の集団と比較する際には、これらの特徴につ

いて留意しておく必要があります。

健康分布図で加入者の健康状況を把握
「健康分布図」（右下図）とは、集団全体がどのような健康状況にあるか、その特徴を見渡すための図です。

健診データをもとに、まずは「肥満」と「非肥満」に分け、面積の大きさで比較できるようになってい
ます。さらに、「肥満」「非肥満」ごとに病気のリスクの大きさによって分類し、下にいくほどリスクが大
きくなります。

⃝「肥満」の基準値

（１）	内臓脂肪面積が100㎠以上	
または内臓脂肪面積が100㎠未満でBMI25以上

（２）	腹囲　男性：85㎝以上　女性：90㎝以上
（３）	腹囲　男性：85㎝未満　女性：90㎝未満でBMI25以上

リスクなし

非肥満

〈健康分布図〉

低リスク

高リスク
（受診勧奨）

服薬者

低リスク

（保健指導）

（保健指導）

リスクなし

（基準範囲内）

（基準範囲内）

肥満

高リスク
（受診勧奨）

服薬者

STEP 1：現状を把握する
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・
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A健保組
合

の事例

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

対策の⽅向性

★当健保組合では、健康分布図を作成したとこ
ろ、次のような課題がわかりました。

＊１ 	「肥満」、「非肥満」の割合は、他の健
保組合と同程度である。

＊2 	 肥満、非肥満ともに、「受診勧奨基準
値以上の者」の割合は、他の健保組合
より高い。

★前記の課題から、次のような対策の方向性を
考えることができます。

・非肥満のリスク保有者に対しては、特定保健
指導のような密度の高い対策は、費用面から
困難であることから、「保健事業の基盤」に位
置づけられるオーダーメイド的な情報提供を
活用するとともに、生活習慣改善セミナー等
の個別の支援を検討したい。

◆健康分布図から見える課題

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.３（１）生活習慣病・健診レベル判定分布�全体集計比較
　「強制」「全組合計」⇒ケ．
※「全組合集計」と比較します。

ケ．（健康分布図＿男性）

STEP１ 健康分布図等

ケ． ・肥満、⾮肥満の割合は、他健保組合と同程度である（*1）。
・肥満、⾮肥満ともに、「受診勧奨基準値以上の者」の割合は他の健保組合より⾼い（*2）。

コ,サ ・「保健指導基準値以上の者」は、⾎圧、⾎糖で多いことが確認され、特に40・50歳代において他の健保組合よりも⾼い（*3）。

（Ａ健保組合）

（全健保組合）

コ．（⾎圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿被保険者）

サ．（⾎糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿被保険者）

*１

*２

52.3%

52.1%

57.7%

57.9%

1. 基準範囲内

2. 保健指導基準値以上

3. 受診勧奨基準値以上

4. 服薬

1. 基準範囲内

2. 保健指導基準値以上

3. 受診勧奨基準値以上

4. 服薬

*１

*２

*3

*3

47.7％
B. 肥満

52.3％
A. 非肥満

4.8%
11.3%

22.4%

25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
B. 肥満

52.1％
A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性） *1

*1

*2

*2

健診結果

●保健指導基準値と受診勧奨基準値（抜粋）
	 全体は、p.100「３　健診検査項目の保健指導判定値および受診勧奨判定値」を参照

項目名 保健指導
基準値以上

受診勧奨
基準値以上 単位 関連疾病

収縮期血圧 130 ～ 139 140 以上 mmHg
高血圧

拡張期血圧 85 ～ 89 90 以上 mmHg

中性脂肪 150 ～ 299 300 以上 mg/dL

脂質異常HDLコレステロール 35 ～ 39 34 以下 mg/dL

LDLコレステロール 120 ～ 139 140 以上 mg/dL

空腹時血糖 100 ～ 125 126 以上 mg/dL
糖尿病

HbA１c（NGSP） 5.6 ～ 6.4 6.5 以上 ％
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③　詳細な把握

　「②　保健事業の対象とすべき疾病の把握」により、保健事業の対象とすべきとされた疾病について、医

療費や健康リスク、関連の取組の状況に関して詳細に把握します。なお、詳細な把握に当たっては、対策が

考えられる取組（例：受診勧奨、重症化予防、後発医薬品の使用促進）に関してもデータ上で確認すること

で、その必要性を検討します。

以下に、「②　保健事業の対象とすべき疾病の把握」で生活習慣病の対策が必要となった場合に、どのよ

うにして詳細な把握を行えばよいかについて整理します。

◦ 生活習慣病医療費の詳細

　　保健事業の対象とすべき疾病が「循環器系疾患」などの生活習慣病となった場合、その背景をより詳細

に把握するため、119分類（疾病中分類）での確認を行います。

　　ここでも、他健保組合との比較により、自健保組合の特徴が明確になります。

・
A�Health�insurance

�as
so

ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

STEP１ ⼀⼈当たり医療費

キ. 「循環器系疾患」、「新⽣物」、「⻭科」が特に⾼く、続いて「内分泌・栄養・代謝疾患」、「精神・⾏動疾患」の順となっていた。また、
「循環器系疾患」、「⻭科」、「精神・⾏動疾患」は他の健保組合よりも⾼い（*1）。

ク． 「脳⾎管障害」や「虚⾎性⼼疾患」等、「循環器系疾患」における重症疾患が他の健保組合よりも特に⾼い。また、「⼈⼯透析」が
他の健保組合より⾼い（*2）。

キ．（疾病⼤分類別⼀⼈当たり医療費＿被保険者・男性）

ク．（⽣活習慣病に関わる疾病の⼀⼈当たり医療費＿被保険者）
円

円*1

*2

*2

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

対策の⽅向性

★当健保組合では、生活習慣病にかかる疾病中分類で分析をしてみると、次のような課題がわかりました。

＊２ 	「脳血管障害」や「虚血性心疾患」等、「循環器系疾患」における重症疾患が他の健保組合よりも
特に高い傾向であった。また、「人工透析」が他の健保組合より高い傾向であることも注目したい。

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・循環器系疾患と糖尿病性腎症をテーマにした重症化予防を検討する必要がある。

◆生活習慣病に関わる疾病中分類別の一人当たり医療費から見える課題

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
４.１（３-２）生活習慣病医療費�比較
分析
　「強制」「医科計」「男女計」「本人」
の「一人当たり医療費」　⇒ク．
※「全組合集計」と比較します。

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

医療費

予防対策が可能な疾病
の詳細を見ると、どこ
に重点を置くかがわか
ります。

STEP 1：現状を把握する
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A健保組
合

の事例

◦ 健康リスクの状況

　　健診データから有所見の状況を確認し、どのようなリスクをどの程度の人が保有しているか確認します。

　　また、年齢層ごとに他健保組合と比較することで、自健保組合ではどの年齢層から生活習慣病のリスク

が高くなっているか、その背景にどのような生活習慣、職場環境があるかがわかれば、効果的な対策や働

きかけをすべきタイミングの検討に活用できます。

ケ．（健康分布図＿男性）

STEP１ 健康分布図等

ケ． ・肥満、⾮肥満の割合は、他健保組合と同程度である（*1）。
・肥満、⾮肥満ともに、「受診勧奨基準値以上の者」の割合は他の健保組合より⾼い（*2）。

コ,サ ・「保健指導基準値以上の者」は、⾎圧、⾎糖で多いことが確認され、特に40・50歳代において他の健保組合よりも⾼い（*3）。

（Ａ健保組合）

（全健保組合）

コ．（⾎圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿被保険者）

サ．（⾎糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿被保険者）

*１

*２

52.3%

52.1%

57.7%

57.9%

1. 基準範囲内

2. 保健指導基準値以上

3. 受診勧奨基準値以上

4. 服薬

1. 基準範囲内

2. 保健指導基準値以上

3. 受診勧奨基準値以上

4. 服薬

*１

*２

*3

*3

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

◆特定健診検査値から見える課題

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

★当健保組合では、血圧と血糖の有所見者の割合を年齢階級別にグラフ化して分析してみると、次のよう
な課題がわかりました。

＊3 	「保健指導基準値以上の者」は、血圧、血糖で多いことが確認され、特に40～50歳代において
他の健保組合よりも多い。

対策の⽅向性

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・血圧と血糖が受診勧奨基準値以上の者に対しては、早期治療のための受診勧奨を検討する必要がある。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.４（１）特定健診検査値の経年変化
　「強制」「被保険者」「５歳ごと」
血圧：「100％－基準範囲内（収縮期＜130	拡張期＜85）の割合」⇒コ．
血糖：「100％－基準範囲内（空腹時血糖＜100またはHbA1c＜5.6）の割合」⇒サ．

健診結果
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◦ 受診勧奨の必要性

　　高リスク者（受診勧奨基準値以上）の医療機関の受診状況、さらに、高血糖、高血圧、脂質異常といった

個別リスクごとの受診状況を把握し、受診勧奨あるいは受診継続（中断防止）支援の必要性を検討します。

　　また、受診者に関しては、検査値が受診勧奨基準値未満にコントロールされているかを確認します。受

診していても、検査値が受診勧奨基準値以上の者が多い場合は、治療の状況を確認した上で、受診後の生

活習慣の改善に向けた働きかけ（自己管理支援）を検討します。

リスク者把握

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

★当健保組合では、生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況を分析して、次のような課題がわかりま
した。

＊1 	 生活習慣病に関するレセプトがある者で、受診勧奨基準値以上の者が多数存在する。
＊3 	 受診勧奨基準値以上の者で、生活習慣病に関するレセプトがない者が多数存在する。

◆生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況から見える課題

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.３（４）生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況
　「強制」「男女計」の「人数」⇒シ．

⇒p.56

STEP 1：現状を把握する
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STEP１ ⽣活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

人 ％

3疾患レセあり 3疾患レセなし

人 ％ 人 ％

140≦SBPまたは90≦DBP SBP＜140かつDBP＜90
人 ％ 人 ％

高血圧レセなし 高血圧レセあり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％

100.00

1,864 18.96

≦SBP＜16090≦DBP＜

SBP＜180100≦DBP 14 0.75

63 3.38 432

≦SBP＜14085≦DBP

血圧

血圧測定実施者数 9,830 実施率

1 0.05

125 6.71

33 1.77180≦SBP110≦DBP

5.53

7,966

432 23.18

251 13.47

103

1,432 76.82

472 25.32

370 19.85

23.18

SBP＜130DBP＜85 159 2.43

98 1.50

6,548 82.20

81.04

1,418 17.80

257 3.92

294 3.69

105 1.32

1,019 12.79

6,291

20.541,345

75.534,946

96.08

人 ％

3疾患レセあり 3疾患レセなし

人 ％ 人 ％

HbA1c 6.1%以上 HbA1c 6.0%以下

人 ％ 人 ％

糖尿病レセなし 糖尿病レセあり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

HbA1c数値

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％78 1.06[再掲]8.0%～ 8 0.47 81 4.79

7.0%～ 33 1.95 158 9.35 132 1.80

2.92
6.5～6.9% 36 2.13 54 3.20 66 0.90
6.1～6.4% 107 6.33 60 3.55 214

140 2.02 2,464 35.62

1.59 2,687 38.84

5.5～6.0% 645 38.17 32 1.89

1,472 21.28

5.2～5.4% 394 23.31 2 0.12 110

6,623 95.74

～5.1% 164 9.70 5 0.30 45 0.65

1,379 81.60 311 18.40 295 4.26

94.38

HbA1c実施者数 9,020 実施率 91.76

1,690 18.74 7,330 81.26

412 5.62 6,918

シ,ス,セ
【重症化予防の対象数の把握】
・⽣活習慣病に関するレセプトがある者で、受診勧奨基準値以上の者が多数存在する（*1）。
・⾼⾎圧症で内服治療中でかつ⾎圧値が受診勧奨基準値以上の者と、糖尿病で内服治療中でかつ⾎糖値が受診勧奨基準値以上の者が⼀定数
存在することが確認された（*2）。

シ,ス,セ
【早期治療のための受診勧奨】
・受診勧奨基準値以上の者で、⽣活習慣病に関するレセプトがない者が多数存在する（*3）。
・3疾患での内服治療を受けていない者で、⾎圧値や⾎糖値が受診勧奨基準値以上の者が多数確認された（*4）。

シ．（⽣活習慣病・健診レベル判定と
医療受診状況）

ス．（脳卒中／⼼疾患）

セ．（糖尿病）

【リスクフローチャート】

*1
約1,400⼈ 約600⼈

*3

*2 *4

*2 *4

円

・
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A健保組
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の事例

◦ 重症化予防の必要性

　　ここでは、脳卒中や心筋梗塞、人工透析へ移行するリスクの高い加入者がどの程度いるかを確認し、重

症化を生じさせている背景を探ることで、重症疾患の発症を防止するために有効な対策の検討に活用します。

血圧のリスク分類
リスク分類 血圧分類 健診判定値
基準範囲内
（正常）

至適血圧
正常血圧

収縮期血圧130mmHg未満　かつ
拡張期血圧85nnHg未満

保健指導
判定値以上

正常高値
血圧

収縮期血圧130mmHg以上140mmHg未満　または
拡張期血圧85nnHg以上90mmHg未満

受診勧奨
判定値以上

Ⅰ度
高血圧

収縮期血圧140mmHg以上160mmHg未満　または
拡張期血圧90nnHg以上100mmHg未満

Ⅱ度
高血圧

収縮期血圧160mmHg以上180mmHg未満　または
拡張期血圧100nnHg以上110mmHg未満

Ⅲ度
高血圧

収縮期血圧180mmHg以上　または
拡張期血圧110nnHg以上

HbA１c（NGSP）のリスク分類
リスク分類 健診判定値

基準範囲内 5.1％以下
5.2％以上5.4％以下

保健指導判定値以上 5.5％以上6.0％以下
6.1％以上6.4％以下

受診勧奨判定値以上
6.5％以上6.9％以下
7.0％以上
［再掲］8.0％以上

対策の⽅向性

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・早期治療のための受診勧奨を行うことを検討する。受診勧奨は、産業保健で既に行っているが、対象者

が自らのリスクを正しく認識できていない可能性も考えられるため、健診結果データを活用し、健保組
合から改めて周知する仕組みを検討したい。

◆リスクフローチャート
　から見える課題

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

対策の⽅向性

★当健保組合では、脳卒中／心疾患と糖尿病のリスクフローチャートを作成して、次のような課題がわか
りました。

＊2 	 高血圧症で内服治療中でかつ血圧値が受診勧奨基準値以上の者と、糖尿病で内服治療中でかつ血
糖値が受診勧奨基準値以上の者が一定数存在する。

＊4 	 ３疾患での内服治療を受けていない者で、血圧値や血糖値が受診勧奨基準値以上の者が多数存在
する。

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・循環器系疾患、糖尿病性腎症を対象に、重症化予防を行うことを検討する。ただし、重症化予防は、既

に治療している者への介入であるため、かかりつけ医との連携が重要であると考えられる。そこで、ま
ずは被保険者を中心に、産業医との連携の可能性を探りたい。

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.５（２）脳卒中／心筋梗塞リスクフローチャート
　「強制」「全員」⇒ス．
１.５（１）糖尿病リスクフローチャート
　「強制」「全員」⇒セ．

リスク者把握

「３疾患レセあり」の人数は、特定
健診の問診票で、糖尿病・脂質異
常・血圧のいずれかの治療薬を服用
していると回答した人の数です。
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◦ 後発医薬品の使用促進

　　後発医薬品の使用状況を他の健保組合と比較することにより、後発医薬品の使用を促進する余地がある

かを検討します。

・
A�Health�insurance

�as
so

ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例 後発医薬品

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題

対策の⽅向性

★当健保組合では、後発医薬品の使用状況を全組合と比較したところ、次のような課題がわかりました。

＊1 	 後発医薬品の使用割合が他の健保組合より低い。

★前記の課題から、次のような対策の方向性を考えることができます。
・現状では、後発医薬品に関する施策は実施していない。しかし、後発医薬品の利用促進は、短期的な医

療費適正化の効果が期待できるため、今後は、機関誌における後発医薬品使用に関するプロモーション
を実施するとともに、医療費通知時の後発医薬品推奨通知を行うことを検討したい。

◆後発医薬品の使用割合から見える課題

健保連	レセプト管理・分析システムでは…
１.９(１）調剤医療費と後発医薬品使用率�全体集計比較
　「強制」「合計」の「後発医薬品の使用割合」⇒ソ．

STEP 1：現状を把握する
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現在の取組の棚卸しと基本分析から見える健康課題を抽出し、STEP３の保健事業の選定につながるよう、

健康課題に応じた対策の方向性や事業目的を検討します。

その際、リスク保有者・罹患者の人数や一人当たりの医療費が他健保組合に比べて大きいといった分析か

ら、疾病の予防や改善の効果が期待できる対策につなげることができるか、といった視点で整理することが

大切です。

また、現在取り組んでいる事業の状況や健保組合等の体制を踏まえ、健康課題の優先順位をつけることも

大切です。

P O I N T ◦現在の取組の棚卸しと基本分析による現状把握から見える健康課題を抽出

◦健康課題は対策の方向性と併せて整理することが大切

◦保健事業の選定につながるように、健康課題から事業目的を検討

STEP 2：健康課題を抽出する

健康課題を抽出する場合の留意点
◆優先順位をつける

STEP１で把握した健康課題のすべてを事業化するのは現実的ではありません。
　「現状ではできていないが、これなら達成できそうだ」という課題を探し、優先順位をつけていくこ
とが大切です。

健康課題に優先順位をつける場合は、次の４つの視点をもとに検討し、「どこを満たせばできそうか」
を考えます。

①　実行体制は十分か
②　対象者は十分いるか
③　実施効果が期待できそうか
④　事業定着までの道筋が見えるか

◆着実に前進できそうな健康課題を選定
健康課題を選定する場合、最初からむずかしい課題に挑戦すると、うまくいかない場合もあります。

「現状 ＋
プラス

α
アルファ

」の視点を忘れずに、できることから一歩ずつ、着実に前進できそうな課題を選定しまし
ょう。新しい課題を選定する場合は、段階的に、数年後まで見通しをたてて導入するようにします。

取り組むべき課題を選定する際のポイント

●現状の分析結果から決める
　・課題が重大である
　・期待される効果が大きい
●仕組みの整備を優先する
　・会議の設定
　・持続させる仕組み
　・環境を改善できる

◆現状を大きく変えない
　・現状で予算の最も大きな事業（を改善）
　・�期待するほどの効果が上がっていない事業（を改
善）
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

データヘルス計画書（健保組合共通様式）STEP２：健康課題を抽出する

【参考例】11枚目� 本書➡p.64

実施計画

【参考例】10枚目� 本書➡p.60

健康課題の抽出

STEP 1
（１）現在の取組の棚卸し （２）基本分析で現状把握

【参考例】1枚目� 本書➡p.38

【参考例】3枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】4枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】2枚目� 本書➡p.38

基本情報

【参考例】6枚目� 本書➡p.49

医療費

【参考例】8枚目� 本書➡p.55

リスク者把握

【参考例】9枚目� 本書➡p.57

後発医薬品

【参考例】5枚目� 本書➡p.44

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）
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40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）
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40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

事前準備

【参考例】7枚目� 本書➡p.49

47.7％
B. 肥満

52.3％
A. 非肥満

4.8%
11.3%

22.4%

25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
B. 肥満

52.1％
A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

*

*

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性）

健診結果
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■健康課題を抽出する
　現在の取組の棚卸しと基本分析に基づき、Ａ健保組合では以下のような課題を抽出し、「循環器

疾患の発症を減らすこと」を保健事業の目的とし、長期的には循環器疾患の医療費の伸びの抑制を

目指すことを決めました。最終的に医療費の伸びの抑制に着目しつつも、そこに至るまでには保健

事業の効果として、加入者の自身の健康状況および生活習慣改善の必要性の認識、行動変容、検査

値の改善といった変化が段階的にあり、それを踏まえたアウトカムの設定が必要となります。ま

た、それぞれの健康課題に応じた対策の方向性として、次のとおり整理しました。

・
A�Health�insurance

�as

so
ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

健康課題の抽出

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

⇒p.47

⇒p.40・41

⇒p.50

⇒p.53

⇒p.55・56

⇒p.55・56

⇒p.38・39

⇒p.52〜54
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（１）事業の選定

　「STEP２：健康課題を抽出する」で明確にした事業目的に基づいて、保健事業を組み立てます。事業は、

「第2章�データヘルス計画の構造」で示した「保健事業の基盤」、「個別の事業」ごとに設計します。なお、

健康課題に応じた事業を必ずしも新規に選定しなければならないということではなく、既に実施している事

業や特定健診・特定保健指導といった法定事業を活用・継続することでも構いません。その際には、現在の

取組を振り返ることで、より効果的な事業への改善が図れます。

また、高リスク者への受診勧奨等では、レセプトデータや健診・レセプトデータの突合結果を活用して、

対象者を抽出したり指導の内容を工夫することが想定されます。対象者への働きかけやフォローを効果的に

実施するために事業主と連携を図る場合のデータの取扱いに関しては、第５章（p.81）を参照してください。

P O I N T ◦健康課題に対応した事業を「保健事業の基盤」「個別の事業」ごとに設計

◦選定した保健事業について、（数値）目標と評価指標を設定
　　アウトカム評価：事業を実施したことによる成果を目標の達成度で評価
　　アウトプット評価：実施量を立案した計画の実施率や開催回数で評価
　　プロセス評価：目的達成に向けた実施過程や活動状況を評価
　　ストラクチャー評価：事業を実施するための仕組みや体制が整っているかを評価

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する

健康課題を複数の視点で捉える
健康課題から事業を選定し、目標を設定するとき、複数の視点で捉えてみて、実施する事業や目標は１

つだけでよいのか検討しましょう。

例）高血圧対策を行う場合
◆環境づくりの視点
　・食環境の整備（減塩・カリウム摂取）　→社員食堂の減塩メニュー
　・運動環境の整備（１日の歩数増・運動習慣）　→ウォーキングプログラム
◆人間ドック補助との連携
　・血圧に着目したフォロー
◆インセンティブモデル
　・長期フォロー（家庭での血圧測定等）をヘルスマイレージで実施

⇒どこに力を入れて事業を組み立てるのか、複数の事業を組み合わせるのか検討

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する
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データヘルス計画では、保健事業の計画的な実施を求めていますが、すべての事業を同じ時期に
開始することは、現実的ではありません。むしろ、開始時期をずらすことで、定着しやすくなりま
す。下の図は、開始時期を段階的にずらして行うことの利点をまとめたものです。

①　導入期
導入期では、体制の整備や対象者の募集方法の確立など、実際の事業開始前に検討しておく必要が
あるものを中心として議論します。

②　展開期
事業を開始しても予想外の事態が起こることも多く、軌道修正など探索的な展開が必要になります。
いったん事業のやり方が整理できると実施は容易になり、事業の実施効果と量に着目した事業展開を
行うことになります。この時期には、事業全体の方針や今後の課題などを整理することができますの
で、実績に応じてアウトプット／アウトカム評価指標を設定し直すなどします。

③　定着期
最終的には、同じ効果をできるだけ効率よく行う段階に移行します。
これらの段階を経ることで、事業は定着すると考えられます。

計画段階で陥りやすい誤りは、開始年度に複数の新規事業や大規模見直しを開始しようとするこ
とです。新しい事業の全体像を実施前に把握するのは困難です。ですから、導入期には常に、多少
の試行錯誤が必要となります。場合によっては、事業の導入を一時的に断念することも考えられま
す。

新規事業を同時に複数取り組む場合は、実施側の負担が多くなると同時に、企業体や被保険者に
とっても混乱しやすい可能性があります。

複数の事業に一度に取り組むのではなく、１つの事業の定着の道筋が見えた段階で次の事業を開
始すれば、前に実施した事業の立ち上げのノウハウを活用することもできます。

新しい施策は段階的に導入

複数施策は段階的に導入

導入期 エネルギーを費やす割に実施効果を期待しにくい
複数課題への取組は消耗する

展開期 効果が出始めて自信がつく
実践中の課題を応用して導入を試みる

定着期 日々の手順を確認するだけで実施できる
将来の効率化を意識し新しい課題に挑戦する

導入期 展開期 定着期事業A

27 28 29 30 31年度

導入期 展開期 定着期事業B

導入期 展開期 定着期事業C
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

データヘルス計画書（健保組合共通様式）STEP３：課題に対応した事業選定、目標・評価指標の設定

【参考例】11枚目� 本書➡p.64

実施計画

【参考例】10枚目� 本書➡p.60

健康課題の抽出

STEP 1
（１）現在の取組の棚卸し （２）基本分析で現状把握

【参考例】1枚目� 本書➡p.38

【参考例】3枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】4枚目� 本書➡p.40

実施状況

【参考例】2枚目� 本書➡p.38

基本情報

【参考例】6枚目� 本書➡p.49

医療費

【参考例】8枚目� 本書➡p.55

リスク者把握

【参考例】9枚目� 本書➡p.57

後発医薬品

【参考例】5枚目� 本書➡p.44
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全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

0 5 10 15 20 25

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

Ａ健保積極的支援 Ａ健保動機づけ支援
全健保積極的支援 全健保動機づけ支援

（%）

事前準備

【参考例】7枚目� 本書➡p.49
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25.9%
8.2%

5.4%16.9%

5.1%

47.9％
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A. 非肥満

8.2%
15.3%

18.6%

21.3%
10.0%

6.7%15.3%

4.6%

*

*

全健保組合（男性）

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

服薬投与

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

Ａ健保組合（男性）

健診結果

� 63

第

1
章

第

2
章

第

3
章

S
T
E
P 

1

S
T
E
P 

2

S
T
E
P 

3

S
T
E
P 

4

第

5
章

第

4
章

は
じ
め
に

第

3
章

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する

S
T
E
P 

3



・
A�Health�insurance

�as

so
ci
at
io
n・

Case
�of

A健保組
合

の事例

第 3章

64



※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

実施計画

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する
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※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

＊１

＊２

＊３

＊４

◆課題に対応した事業を選定し、年度ごとの計画をたてる
＊１

保健事業の基盤

A健保組合では、「STEP2：健康課題を抽出する」で検討した「循環器疾患の発症を減らすこと」を目
的として、次のように保健事業を組み立てます。

データヘルス計画では、「保健事業の基盤」として、事業主との協働による「職場環境の整備」と、本
人の健診データに基づく情報提供等による「加入者への意識づけ」が求められており、当健保組合におけ
る課題からも、その実施の必要性がうかがえたため、これらの事業を徹底します。

◆選定した事業の目標・評価指標を設定する
＊３

保健事業の基盤

Ａ健保組合は「循環器疾患の発症を減らすこと」を目的に保健事業を組み立てました。「保健事業の基
盤」となる「職場環境の整備」、「加入者への意識づけ」の取組では、上記のような目標および評価指標を
設定しました。
＊４

個別の事業

　「個別の事業」として選定したそれぞれの事業では、上記のような目標および評価指標を設定しました。

＊２
個別の事業

　「個別の事業」では、健康課題に応じた事業を選定します。
予防効果が見込まれる事業を新規で行うことのほか、これまで取り組んできた事業や「特定健診」、「特

定保健指導」といった法定の事業も「個別の事業」として位置づけます。

実施計画
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（２）事業の目標・評価指標の設定

次に、「保健事業の基盤」、「個別の事業」ごとに、目標と評価指標を設定します。

保健事業指針では、「分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき健康課

題等を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと」としており、事業の設計時に目標

（評価指標を含む）を併せて設定します。

保健事業の評価指標は、次の視点から設定します。

図表３－１　評価の構造と内容

アウトカム評価指標の設定では、事業の終了時に見られる短期的な成果と、事業実施数年後の成果の双方

を意識します。また、参加者における行動変容やリスク改善効果だけでなく、職場全体の行動変容や健康状

況の変化を評価することで、事業の実施により集団に与えた影響を捉えることができます。

なお、評価指標を設定する際に、指標間の関係を意識しておくと、事業の評価・見直しを行う際の改善策

の検討につながりやすくなります。たとえば、達成すべきアウトカム（例．高血圧の有所見者割合を２割減

少）から逆算して、アウトプット（例．特定保健指導の実施率）でどれだけの目標設定が必要か、そのため

にはストラクチャー（例．専門職の人員体制）、プロセス（例．事業主からの参加勧奨、プログラム終了後

のモニタリング）のどこを充実させておく必要があるのかといったことです。

評価指標に関しては、「健康日本21（第２次）の推進に関する参考資料」15）の第３章にその考え方や具体

例が整理されているので、必要に応じて参照してください。

評価の構造 評価の内容
・ストラクチャー 保健事業を実施するための仕組みや体制が整っているか

（事業構成、予算、関係機関との連携体制等）

・プロセス 事業の目標を達成するための実施過程が適切であるか
（データに基づく集団特性の把握、実施方法等）

・アウトプット 事業の成果を上げるために立案した実施量に到達しているか
（参加人数、実施率等）

・アウトカム 事業の成果が達成されたか
（検査値の改善率、病気の発症率、治療の中断率等）

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する

� 67

第

1
章

第

2
章

第

3
章

S
T
E
P 

1

S
T
E
P 

2

S
T
E
P 

3

S
T
E
P 

4

第

5
章

第

4
章

は
じ
め
に

第

3
章

S
T
E
P 

3



アウトプット・アウトカム評価指標

　「②　保健事業の対象とすべき疾病の把握」（p.48参照）により、保健事業の対象とすべきとされた疾病に

ついて、医療費や健康リスク、関連の取組の状況に関して詳細に把握します。なお、詳細な把握に当たって

は、対策が考えられる取組（例．受診勧奨、重症化予防、後発医薬品の使用促進）に関してもデータ上で確

認することで、その必要性を検討します。

以下に、「②　保健事業の対象とすべき疾病の把握」で生活習慣病の対策が必要となった場合に、どのよ

うにして詳細な把握を行えばよいかについて整理します。

◦ アウトプット評価指標

　　保健事業を実施する場合、どんなに効果的な事業であっても、対象者が十分存在すること、事業の対象

者のできるだけ多くに事業を実施することを心がけるべきです。

　　こうした①対象者の数と、②それに対するカバー率（事業参加者の数）に着目したのが「アプトプット
評価」です。事業の対象者が全体の何％に当たるかは、事業による実施効果がどのくらい見込めるかとと

もに、事業の実施意義を決定する要因となります。

①　対象者の数
対象者が多ければ、一人ひとりの効果は少なくても事業実施の効果が大きくなります。アウトプット

評価指標を適切に用いることで、事業の実施状況を的確に把握することができます。

②　カバー率（事業参加者の数）
さらに、対象者のうちどれだけが実際の事業の対象（参加者）となるかも、重要な指標です。

　　単年度では、対象者も事業参加者も明確に定義することができます。ですから、アウトプット評価指標

は、健診などから設定した対象者数と事業参加者数から容易に求められます。

　　しかし、複数年度の計画では、年ごとに対象者が設定されるとともに、重複した対象者が含まれること

から、アウトプット評価のための事業の対象者を正確に定義するのは比較的困難となります。

　　次ページの図に示すとおり、計画的な実施を行った場合、最終年度（単年度）の実施率や平均実施率だ

けを見ても、事業の実施効果を正しく評価したものとはいえません。

　　累積評価では対象者全員（100％）をカバーしているのに対し、単年度では33％をカバーしたのみとな

ってしまうためです。

　　累積評価のほうが実施率を正しく反映しているといえるでしょう。ただし、常に累積実施率を評価する

のは計算が煩雑になってしまいます。ですから、一度でも対象となった人で未実施だった人の率を計算す

るのも有効です。

◦ アウトカム評価指標

　　保健指導などの実施効果を評価するには、事業効果を簡潔に表現できる評価指標を定めて、年度ごとに

計算しながら実施と改善を定着させることが重要となります。効果に着目した評価を行うことを「アウト
カム評価」といいます。

　　アウトカム評価を行うには、事業の実施目標を明確化することが重要です。
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被扶養者向け特定健診のアウトプット評価の例

アウトカム評価指標の設定事例

◆毎年、対象者全員に受診案内
初年度 翌年度 翌々年度

Ａさん 受診 受診 受診
Ｂさん 受診 受診 受診
Ｃさん
Ｄさん
Ｅさん
Ｆさん
単年度
実施率 33％ 33％ 33％

累積実施率 33％（６人のうち２人受診）
累積未実施率 67％（６人のうち４人未受診）

◆未受診者に保健指導を行って、受診に結びつける事業を実施しようとした場合
事業実施目的は、「医療機関等を受診して必要な医療サービスを受けてもらうこと」です。
そこで、対象者からの申告によって、受診状況を確認することにしました。合わせて、適切な治療を

継続しているかを確認するため、電子レセプトを用いて評価を行うこととしました。
この場合のアウトカム評価指標として、次の３つを設定しました。
１つ目は、対象者からの受診状況の報告となります。目標は、働きかけによって未受診者のうち50％

から受診報告をもらうこととしました。
２つ目は、受診勧奨をした対象者の６か月後から２か月間の電子レセプトを照合して医療機関を受診

されているかを確認することとしました。受診した人のうち70％が治療を継続していることを目標とし
ました。

３つ目は、１年後の健診により今年度対象者の未受診状況が半減することも、目標としました。
このように明確な目標を設定すれば、事業評価では、これが達成できていたかどうかを把握するだけ

でよくなります。
アウトカム評価指標としては①受診報告率、②６か月後の治療継続率、③翌年の健診での継続的未受

診者率を評価することとなります。
最終的には、脳卒中などの合併症の予防効果を見たいところですが、こうした検証は大規模研究によ

って初めて可能になりますので、通常の事業評価で検討することは困難です。

◆受診案内する対象者を３分割して計画的に実施
初年度 翌年度 翌々年度

Ａさん 受診
Ｂさん 受診
Ｃさん 受診
Ｄさん 受診
Ｅさん 受診
Ｆさん 受診
単年度
実施率 33％ 33％ 33％

累積実施率 100％（６人全員が１回は受診）
累積未実施率 0％（未受診者なし）

毎年、機関誌を通じて受診案内した結果、
健診に関心があるＡさんとＢさんだけが
毎年受診
� 　　　　　　↓
� 単年度実施率は33％で、
� 累積実施率も　33％

※Ｃ～Ｆさんは３年連続未受診！

対象者を３分割し、計画的に
受診案内通知を宅送した結果、
通知を受けた人が受診
　　　　　　↓
単年度実施率は33％だが、
累積実施率は100％

※３年間で全員が１回ずつ受診！

STEP 3：課題に対応した事業を選定し、目標・評価指標を設定する
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　事業は、実施後に評価を行うことが必要です。評価する目的は、事業の意義を確認すること、計画の作成

および修正に活用することです。

データヘルス計画を作成した後も、保健事業のPDCAサイクルに沿った運営をする中で、事業評価の結果

に基づき、必要に応じて計画の見直しをします。実施体制の充実に合わせて次の事業展開を図る場合は、そ

のタイミングで計画の見直しをします。また、想定した予算が変化した（取得できなかった）場合は、段階

的に実施する、当面の事業規模を絞る等、できる範囲内で事業を継続できるよう工夫します。

見直しをするタイミングは、計画作成の段階で設定します。必要な改善を早めに実施し、効果を高めやす

くするためには、事業終了時や年度ごと等に限らず、できるだけ短い期間で見直すようにすることが重要で

す。特に、新しく取り組む事業では想定外の出来事が起こり得ますので、見直しのタイミングが短いほうが、

事業の実施が確実なものとなり、その後の事業の実効性が高まります。

　事業の評価に当たっては、設定した事業目標と実績との違いを把握します。違いがあった場合、なぜ想定

したように事業が進まなかったのか、実際に事業を実践してわかったこと等、その背景を確認し、改善策を

検討します。

P O I N T ◦事業を評価し、その結果に基づき、必要に応じて計画を見直す

◦見直しのタイミングは年度ごとに限らず、必要があれば事業の途中で行ってもよい

STEP 4：事業の運営を通じて計画の見直しを図る
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特定保健指導の事業運営を通じた計画の見直し（例）

評価対象 目標 実績 違いの背景 改善策の検討
（ストラクチャー･プロセス）
・事業主を通じた参加案内 実施 未実施 理解を得られず 保健指導の案内状の作成

（アウトプット）
・参加率 30％ 20％ 40代が低迷 年齢層別の指導効果を共有

（アウトカム）
・参加者におけるメタボ改善率
・事業所全体のメタボ非該当率

50%
70%

40%
60%

経年参加者が低迷
新規該当者が多い

外部委託の活用
情報提供群の意識づけ強化

※表示内容は例示であり、実際の数値とは異なります。

■データヘルス計画は、第１期は３年間、第２期以降は特定健診等実施計画（第３期）の計画期間
に合わせて作成します。

■各期の途中で目標に達しない等、想定どおりの結果が出ないことも考えられます。その場合、性
急に事業を廃止するのではなく、事業目標と実績との乖離が起こった背景を確認した上で、３年
間（第１期）という期間で見込める効果を考慮し、各段階で可能な改善を行っていくことが大切
です。

短期間での評価で、期待した効果がでなくても…現状から見える
次のアクション

STEP 4：事業の運営を通じて 計画の見直しを図る
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保健事業の計画策定から事業実施に至るまで、

本来は健保組合が自ら加入者全体の健康の保持・

増進を目指して行うことが望ましいのですが、健

保組合のスタッフ数は限られており、事業全体を

自ら担うのは容易なことではありません。このた

め、健保組合が保健事業の全部または一部を外部

委託するケースが年々増加しています。特に、特

定健診制度が導入された際、アウトソーシング

（外部委託）を行っていく方向性が示され、委託

事業者と手探りの中で外部委託を進め、関係性を

築いてきた経緯があります。

データヘルス計画においても、現状分析による

健康課題の抽出や保健事業等においてノウハウを

持つ委託事業者と連携することで、効果的・効率

的な保健事業の実施につなげられる可能性があり

ます。

ただし、外部委託する場合でも、すべて委託事

業者まかせにせず、現状分析の結果や事業目的を

共有し、健保組合が保健事業の実施主体として事

業の進捗や質を管理する必要があります。委託事

業者から計画の提案を受けた場合も、最終的に判

断するのは健保組合となります。

保健事業の外部委託の考え方

第4章

委託事業者の活用時の留意点
効果的な保健事業を実現する上で、健保組合の多くでは人員や資源が必ずしも十分ではありません。

したがって、委託事業者を活用することはひとつの重要な選択肢になります。本手引きでは、
保健事業の外部委託の考え方と課題を整理した上で、「データヘルス計画の策定」に絞って
委託事業者の選定基準のポイントを整理します。

1：外部委託の考え方と課題

P O I N T ●事業目的達成のために、健保組合だけでは対応困難な部分を明確にした上で
外部委託を検討

●外部委託のメリットとデメリットを踏まえ、外部委託を行うこと自体の適切性を確認

●外部委託する場合でも、健保組合が保健事業の実施主体として、
事業の進捗や質を管理
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データヘルス計画の策定や事業実施における外

部委託に当たっては、まず、データヘルス計画に

おける事業目的を達成するために自健保組合では

対応が難しい部分（資源、ノウハウ等）を明確に

します。その上で、対応が難しい部分を補うため

に外部委託を検討します。その際、外部委託に伴

うメリット、デメリッ

トを慎重に検討し、サ

ービスの質やリスク管

理のポイントを認識し

た上で、外部委託を行

うこと自体の適切性を

確認する必要がありま

す（図表４－１）。

具体的には、データ

ヘルスの実施主体とし

図表４－１　  健保組合が保健事業を外部委託するメリットとデメリット

メリット デメリット

●コスト削減
●業務の効率化
●外部専門事業者のノウ
ハウの活用

●主体性の低下
●自組合内にノウハウの
蓄積が困難

●事業実施に至った背景
や歴史、目的の共有
が困難

●質の管理が困難

図表４－２　データヘルス計画における外部委託の例

〈計画のステップ〉 〈実施内容〉
〈外部委託例〉

例１

C 社

自組合 自組合

自組合

自組合

D 社

F 社

E 社

D 社

自組合

自組合

A 社
現状を把握する

STEP 1

STEP 2
健康課題を抽出する

STEP 3
課題に対応した
事業を選定し、
目標・評価指標を
設定する

STEP 4
事業の運営を通じて
計画の見直しを図る

レセプト管理・分析
システムを活用

委託事業者独自の
分析システムを活用

循環器系疾患の一人当たり
医療費が高い　等

メタボ新規該当者が多い
⬇

情報提供群の意識づけ強化

禁煙保健指導 自組合

糖尿病重症化予防

B 社情報提供冊子の配布

自組合 自組合ウォーキングプログラム

健
保
組
合
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

例２

データヘルス計画の外部委託の考え方

自組合内にノウハウの

事業実施に至った背景
や歴史、目的の共有

※ 保健事業を外部委託す
るメリットとデメリッ
トを十分踏まえた上で、
デメリットを解消する
ための工夫や仕組みを
検討し、外部委託に伴
うリスクを最小限にと
どめる必要があります。
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ての健保組合が果たすべき役割を踏まえ、データ

ヘルス計画のステップごとに、全部または一部に

ついて外部委託するべきか、また外部委託する場

合も保険者として事業の進捗や質の管理が可能

か、といったことについて留意して検討を進める

ことが重要となります（図表４－２）。

保健事業のアウトソーシングは、一部を業務委

託する部分委託と、保健事業の企画から実施まで

一括して委託する形態等に類別されます。保健事

業の全部または一部を外部委託する目的は、厳し

い健保財政に伴うコスト削減といった理由から、

事業者の創意工夫を活用した新たなサービスを提

供するといった理由まで多様化しています。ま

た、データヘルス計画の導入に伴い、健康課題に

応じた保健事業の計画および実施が求められるこ

とから、今後、委託事業者が提供する事業範囲は

拡大し、サービス内容も高度化することが予想さ

れます（図表４－３）。

図表４－３　現状での保健事業の主な外部委託サービス

サービスの種類 委託事業者によるサービスの内容

特定健診
●健診機関における特定健診の実施。
●健診の手配やとりまとめ等を行うケースもある。

人間ドック・各種健診
●特定健診以外の人間ドック等（健診機関等における実施）。
●特定健診同様、健診の手配やとりまとめ等を行うケースもある。

歯科検診
●特定健診・人間ドック以外の検診補助として、歯の健康維持のための検診を実施。
●検診の手配やとりまとめ等を行うケースもある。

情報提供
●健診結果に基づき健診受診者に意識づけを実施。
●情報提供には面談、冊子、IT等、種々の媒体がある。

特定保健指導
●特定保健指導の実施。
●事業所や家庭訪問、または自施設における面談とメールや電話によるフォロー業務を実施。
●実施記録を基準等で決められたフォームで提出するところまでが一連のサービスとなる。

その他保健指導 ●重症化予防や特定の疾患（喘息等）対策の保健指導、前期高齢者に対する保健指導等の実施。

後発医薬品利用促進
●後発医薬品利用促進通知等の差額通知。
●レセプトデータを基に、後発医薬品利用を促進すべき対象者を選定。

レセプト分析・利活用 ●レセプトデータを基に、医療費の全体像や対処すべき課題を明らかにするサービス。

イベント・セミナー等 ●生活習慣病、メンタルヘルス、その他疾病対策のための意識および知識向上を目的とした
イベントやセミナーの開催。

電話での健康相談等 ●疾病やメンタルヘルス等の個別健康相談について、コールセンターで直接電話を受けてア
ドバイスを提供するサービス。

カフェテリア
福利厚生

●運動やリラクゼーション施設の利用、健康器具や健康食品等の提供（割引等も含む）。
●企業や団体ごとのポイントプログラムに連動させることができるケースもある。

保養所
●直営保養所の運営や管理。
●一般の宿泊施設と契約して契約保養所としてサービスを受けるケースもある。

ホームページ・機関誌
●健保組合からのお知らせや、各種手続きの方法、健康意識向上のためのコン
テンツを提供。

●加入者への広報媒体としてホームページや機関誌を制作。

１：外部委託の考え方と課題
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健保組合が実施する保健事業の外部委託の拡大

や保健事業サービスの高度化に伴い、健保組合

は、委託事業者を適正に管理し、事業の質を確保

し、高めていくことが求められます。

外部委託に際しては、事業実施に至った背景や

事業の目的を共有し、どのような目標達成のため

に何を委託するのかを、健保組合が委託先にしっ

かりと伝えることが大切です。さらに、事業の実

施を通じて、ノウハウや課題を健保組合内で共

有・蓄積していくことが重要となります。たとえ

ば、複数の職員で担当したり、後任につなげられ

るような記録を作成する等の工夫をします。

しかしながら、優良な委託事業者を選択し、活

用するために、保健事業の質を客観的に評価・効

果検証していくことは容易ではありません。委託

事業者が提供する保健事業の質を評価できない状

況においては、委託事業者の選定は価格や規模、

知名度、他の健保組合が委託している実績等の情

報に頼らざるをえず、戦略的なアウトソーシング

を実現することは困難となります。

平成26年度に実施している「データヘルス計

画」推進会議においても、データヘルス計画の策

定を外部委託するに当たって、図表４－４のよう

な課題が発生することの懸念が示されています。

データヘルス計画を策定し、保健事業を実施して

いく中で、他の健保組合とも積極的に委託事業者

の情報や課題等を共有し、良質な事業者の選定や

事業者の育成につなげていくことも重要です。

健保組合には、データヘルス計画策定に当たっ

て、保健事業の委託事業者と連携し、戦略的に外

部委託するコーディネーターとしての役割が求め

られます。

具体的には、自健保組合および事業所の特性を

踏まえ、自らの資源（リソース）を有効に活用し

た上で、データヘルス計画に基づき実施する保健

事業をどの委託事業者で実施することが効果的・

効率的か検討し、データヘルス計画の中の実施体

制・方法に落とし込みます。

また、保健事業を運営していく中で、各委託事

業者とも連携し、加入者の生活習慣の改善、疾病

の予防、労働生産性の向上、医療費の適正化とい

った成果と事業のノウハウを蓄積するために、必

要なデータの取得およびモニタリングをすること

が重要です。

データヘルス計画策定に当たって、データ分析

から計画の内容の検討を含めて外部委託する場合

は、実施主体である健保組合と委託事業者との役

割分担を明確にする必要があります。

外部委託の課題

戦略的な外部委託の実現に向けて

図表４－４　外部委託における課題の例

これまで実施してきた
保健事業が整理、
活用されていない事例

例データ分析から計画策定をすべて外部専
門事業者に委託した結果、既存の取組や資
源等を十分に活用することができていない。

⬇
結果として、既存資源の活用や過去からの
取組のPDCAを回すことができず、真に効
果的・効率的な計画策定ができない。

1 委託事業者が実施しやすい
保健事業にのみ対応した
課題を抽出した事例

例重症化予防対策のみに特化した計画を策
定した結果、本来必要なポピュレーション
アプローチ等の対策が不十分になっている。

⬇
結果として、必要な対策、加入者全体を見
据えた取組ができない。

3保健事業費が
適正に
配分されて
いない事例

例分析ばかりに多額の費用
をかけた結果、事業の実施
に費用を配分できず、本来
必要な対策を実施すること
ができていない。

2
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図表４－５　業務区分ごとの検討事項

業務区分 業務内容 業務委託時の留意点

STEP 1
現状を把握する

○これまで実施してきた保健事業の
見える化

・これまで実施してきた保健事業を数年分
すべて洗い出し、実施目的や課題を整理。
・実施目的ごとに一覧表にまとめ、事業が
網羅的に実施できているかどうかを確認。

・「既存資料の整理」のみの委託であるか、
「背景および目的を踏まえた事業運営の
課題検討」を含めた委託であるかを意識
する。

○事業主の健康施策の現状把握
・事業主へのヒアリング等を通じて、事業
主が実施している取組、医療専門職等の
配置状況等の組織体制を把握。

・事業主からのヒアリング等について、委
託先との役割分担を明確にする。

○分析対象データの整備
・レセプト管理・分析システムへの健診・
レセプトデータの登録、健保連へアップ
ロード。各種モニタリングデータを整備。
・分析事業者へのデータの受け渡し。

・個人情報を含む情報の取扱いルール（保
管方法・体制、分析実施後の取扱い、委
託事業者に課す守秘義務など）について
明確にする（個人が特定できる情報は必
要以上に渡さない）。

○データ分析による現状の見える化
・健診、レセプト、その他のデータを整理。
・各種グラフから健保組合全体、事業所ご
と等の特徴を読み取り、詳細に分析すべ
きポイントを決定。

・詳細分析結果等から自健保組合の特性を
整理。

・計画策定（STEP３）を視野に入れてス
トーリーを構築しながら分析を進める。

・「データ集計および図表作成」のみの委
託であるか、「事業の設計（ストーリー
の作成）」を含めた委託であるかを意識
する。

健保組合は、データヘルス計画の策定を外部委

託する前に、データヘルス計画を策定する目的を

明確にし、自健保組合の資源や体制等を考慮した

上で、その中からどのような業務を委託するかを

決定する必要があります。

具体的には、データヘルス計画策定の各ステッ

プの業務内容ごとに、業務委託時の留意点を踏ま

え、業務委託の必要性を検討します（図表４－5）。

委託する業務の選択（業務の目的の明確化）

2：外部委託の留意事項

P O I N T ●外部委託の前に、データヘルス計画策定の目的を明確にし、
自健保組合の資源や体制等を考慮して、どの業務を委託するかを決定

●選定基準例に基づき、その業務に最適な委託事業者を選定

２：外部委託の留意事項
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業務区分 業務内容 業務委託時の留意点

STEP 2
健康課題を抽出する

○現状把握の内容に基づく課題抽出
・現状分析の結果に基づき、問題の重大性
や介入効果が期待できる課題の優先順位
を決定。

・課題を抽出する考え方について、健保組
合の担当者が理解した上で委託する。

・健保組合および事業所の特性等を十分に
委託事業者に伝え、実現可能性の高い事
業を選定できるようにする。

STEP 3
課題に対応した
事業を選定する
（事業の実施を
念頭に置く）

○内部資源を活用した取組選定
・内部資源（健保組合および事業所のスタ
ッフ等）の活用を意識。

・内部資源の活用を図る上で、人員面や事
業運営面でどの部分で外部からの補完が
必要か確認する。

・委託事業者の進捗管理や内部人員との情
報共有を図る担当を明確にする。

○既存事業を活用した取組選定
・課題に対応する既存の取組（特定保健指
導等）の活用を検討。

・既存事業のどの部分で外部からの補完が
必要か確認する。

・既存事業の背景、目的および課題を委託
事業者と共有する。

・個人情報を含む情報の取扱いルール（保
管方法・体制、分析実施後の取扱い、委
託事業者に課す守秘義務など）について
明確にする（個人が特定できる情報は必
要以上に渡さない）。

○新規事業の検討
・既存の取組では課題に十分対応できない
場合、新たな事業を検討。

・新しい事業の目的および目標を明示する
ことにより、実現可能な事業の提案を促
すと同時に、委託事業者の実績に基づく
創意工夫を引き出すよう努める。

・個人情報を含む情報の取扱いルール（保
管方法・体制、分析実施後の取扱い、委
託事業者に課す守秘義務など）について
明確にする（個人が特定できる情報は必
要以上に渡さない）。

目標、評価指標を
設定する

○目標および評価指標の設定
・課題に対応した目標および評価指標を設
定。

・基本的には自健保組合で設定するが、必
要に応じて委託事業者の実績に基づく支
援を得る（特に指標としてアウトプッ
ト・アウトカム目標の設定方法の理解が
重要）。

STEP 4
事業の運営を通じて
計画の見直しを図る

○事業の評価および改善策の検討
・評価指標に基づき目標と実績との相違を
把握し、その背景を確認した上で改善策
を検討。

・基本的には自健保組合で実施するが、必
要に応じて委託事業者の実績に基づく支
援を得る。

・評価は計画策定時に設定した評価指標に
基づいて実施する。

・事業を実施する中でモニタリングする必
要のあるデータ項目、取得する担当をあ
らかじめ決めておく（どのような状況が
発生した場合に計画の修正・中止をする
かを含む）。
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業務区分ごとの検討事項に沿って委託の必要性

と業務が明確になったら、その業務に適する委託

事業者を選定します。具体的には、図表４－６の

とおり、委託事業者の選定基準例に基づき、委託

事業者を評価します。

また、選定時のチェックポイントについては事

業者と締結する契約書内に極力盛り込むことが望

ましいと考えられます。

図表４－６　委託事業者の選定基準例

業務区分
委託先選定時のチェックリスト

ストラクチャー プロセス アウトプット・アウトカム

STEP 1
現状を把握する

（健保組合の特性や、
これまでの保健事業
を整理する）

 施設・設備の状況
 人員体制（専門性・
知識・経験、教育）
 受託実績
 内部監査の実施
 情報管理の運営方
法・体制および運用
実績（設備、内部監
査、事故・災害時の
対策を含む）
 他機関との連携
 再委託の管理

 洗い出しの作業フローは明確か
 情報収集（事業主へのヒアリ
ング等）の運用方法を提案で
きるか
 情報収集の方法は実態に合わ
せた方法で実施できるか
 情報収集が十分にできない場
合のコンティンジェンシープ
ラン（緊急時対応計画）があ
るか

 当該業務の実績
 報告項目は提出時に必要な内
容が網羅されているか
 健保組合の保健事業、事業主
の健康管理（産業保健）の視
点が正しく項目に組み込まれ
ているか

（基本分析で
現状を把握する）

 データ活用の手順は明確か
 分析の進め方・スケジュール
は明確か
 データは正しく活用できる
か、誤りがないか

 分析結果について専門職以外
にも理解できる説明ができる
か、課題を明確化するストー
リーが策定できるか

STEP 2
健康課題を
抽出する

 課題抽出の進め方・スケジュ
ールは明確か
 健保組合、事業主と必要な打
合せ、調整の機会を設定して
いるか

 課題の優先順位づけができる
か、根拠はあるか
 これまでの事業も踏まえて提
案できるか

STEP 3
課題に対応した
事業を選定する

 課題に応じた事業、これまで
の事業を踏まえた事業の検討
ができるか
 目的に応じた保健事業（内
容・方法）を熟知しているか

 実現可能な事業の設計ができ
るか、根拠はあるか

目標、評価指標を
設定する

 目標設定までの進め方・スケ
ジュールは明確か
 健保組合、事業主と必要な打
合せ、調整の機会を設定して
いるか

 評価可能な定量指標が設定で
きるか
 保健事業として達成可能な目
標を設定できるか

STEP 4
事業の運営を
通じて計画の
見直しを図る

 計画見直しのタイミングは提
示されているか、根拠はある
か
 健保組合、事業主と必要な打
合せ、調整の機会を設定して
いるか

 見直し後の計画は実現可能な
ものにできるか、根拠はある
か

委託事業者の評価・選定

２：外部委託の留意事項
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健診・レセプト情報の電子化や近年のIT化の進

展に伴い、健保組合の業務の電子化やオンライン

化は、今後ますます拡大していくことが予想され

ます。

データヘルス計画の策定においても、コンピュ

ータやネットワークを利用して大量の個人情報が

処理されることになります。特に、健保組合が保

有する健診結果やレセプト情報等の健康情報は、

その性質上ひとたび誤った取扱いが行われると個

人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあ

ります。

また、健康情報ではありませんが、実際に、企

業からの顧客情報の流出や個人情報の売買事件が

多発しており、国民のプライバシーに関する不安

も高まっています。

こうした状況を踏まえ、健保組合は、加入者の

プライバシー保護の観点から安心して保健事業等

が実施・運営されるよう努めなければなりませ

ん。したがって、常に、健康情報を取り扱うすべ

ての具体的な業務について、業務を細分化し、モ

ニタリング、見直しをすることで、リスクを極小

化していくことが重要となります。

健保組合では、これまでも各種法令・ガイドラ

イン等に基づいて健康情報に対する適切な取扱い

を行ってきているところですが、データヘルス計

画の策定・実行に当たっては、活用するデータの

種類や活用方法が多岐にわたること等から、より

慎重な対応を行う必要があります。

特に、事業主との協働（コラボヘルス）を推進

する上では、事業主側が遵守すべき個人情報の取

扱いに関する各種法令・ガイドライン等を理解す

ることはもちろん、労働安全衛生法等に基づく産

業保健活動に関する取組の目的や意義を双方の立

場で正しく理解した上で取組を進めることが必要

です。

本章では、コラボヘルスを推進する上で健康情

報の取扱いに関する留意すべき事項を中心にまと

めています。

各種法令・ガイドライン等に加え、本手引きを

参考に、正しい理解の下、加入者の利益を損なう

ことのないように適切な措置が講じられることを

期待します。

拡大する電子化、オンライン化 〜リスクの極小化が重要に〜

加入者の利益を損なわないよう適切な措置を

第５章

データヘルス計画における
健康情報（個人情報）の取扱い

1：個人情報を取り巻く社会環境
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健保組合や事業主は、健診やレセプトの情報を

含む健康情報を活用する場合、以下の図表5－１

に掲げる法令・ガイドライン等を遵守した措置を

講じなくてはなりません。

医師、保健師等の医療職には刑法、医師法およ

び保健師助産師看護師法において刑事罰を伴う守

秘義務が課されているため、健保組合で健康情報

を活用する場合には、その取扱いに関して慎重を

期す観点から、可能な限り医師、保健師等の医療

職が行うことが考えられます。医師、保健師等の

医療職が当該健保組合にいない場合には、健康情

報を取り扱う者を特定し、加入者に対して明示し

ておく等の対応をとることが望ましいと考えられ

ます。

健保組合が事業主と健康課題を共有する場合や

ポピュレーションアプローチを実施する場合に

は、集計情報等の匿名化された健康情報を用いる

ことが有効な手段となります。

ここで、個人情報の匿名化とは、個人情報に加

工を施すことにより、その情報が誰に関するもの

であるかわからないよう（特定の個人を識別でき

ないよう）にすることをいいます。匿名化された

図表５－１　遵守すべき法令・ガイドライン等

健康情報を取り扱う者の特定、明示が望ましい

匿名化された健康情報を用いた健康課題の共有

2：遵守すべき法令・ガイドライン等

3：健康課題を共有する場合の健康情報（個人情報）の取扱い

健 保 組 合
⃝健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
　（平成16年12月27日保発第1227001号）
⃝『健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』を補完する事例集
　（平成17年３月厚生労働省作成）

健保組合・事業主
共通

⃝個人情報の保護に関する法律
　（平成15年法律第57号）
⃝匿名データの作成・提供に係るガイドライン
　（平成21年２月総務省作成）

⃝雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
　（平成24年厚生労働省告示第357号）
⃝雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
　（平成24年６月11日付基発0611第１号）

⃝雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン：事例集
　（平成24年５月厚生労働省作成）

　（平成24年厚生労働省告示第357号）

　（平成24年６月11日付基発0611第１号）

　（平成24年５月厚生労働省作成）

事 業 主
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情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）に規定する「個人情報」には該当せず、当

該情報の取扱いについては同法の対象外となりま

すが、匿名化に当たっては、以下の点に留意する

ことが必要です。

個人情報保護法では、匿名化処理されていて

も、他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができるもの

は、個人情報に該当するとされています。

健保組合が有する個人の健康情報は、氏名等の

個人を識別する情報を単純に取り除いたとして

も、例えば事業主が有している個人情報のリスト

等と照合することにより個人が容易に特定できる

場合は、個人情報に該当することになります。ま

た、健保組合が有する個人情報（健康情報）は、

身体の特徴を表すことがよくあり（例えば、身

長・体重・腹囲等）、これらが組み合わさること

によって個人が特定できる場合は個人情報となる

ため、留意する必要があります。

したがって、匿名化処理された情報であったと

しても、匿名化されているかどうかの判断に迷う

時には、個人情報と同様に取り扱うことが望まし

いといえます。

〈匿名化の留意点①〉
⃝他の情報と容易に照合することができ、
　それにより特定の個人の識別が可能となっていないかどうか

〈匿名化の留意点②〉

⃝保険者や事業所の規模が小さい場合や希少疾患等に係る情報の取扱い

分析する集団の人数が少ない場合や、希少疾患

等の分析を行う場合は、個人が特定される可能性

が高いことや、個人の数値が全体に与える影響が

大きくなり集団の特徴を正しく把握できない可能

性があることに留意する必要があります。

集団の規模等がどの程度であれば適切な分析が

可能となるかについては、一律にその基準を設定

することは難しいですが、以下の例１や例２の取

扱いを参考に、加入者のプライバシーにも配慮

し、特定の個人が特定されないかという観点から

個別に判断することが必要となります。

　同ガイドラインでは、厚生労働省が全国か
ら収集したレセプト情報および特定健診・特
定保健指導の情報であるNDBデータを活用し
た研究の成果を公表する際には、「患者等の数
が原則として10未満になる集計単位が含まれ
ていないこと」、「年齢区分が原則として５歳
ごとにグルーピングして集計されているこ
と」等の配慮が必要とされています。

　全国健康保険協会では、事業所ごとの分析
のうち、月平均医療費の比較は50人以上の事
業所に限ることを基本としています。また、
健診受診者数が少ない場合は、生活習慣病の
リスク保有率の比較表は空欄にする等の配慮
がなされています。

例１
レセプト情報・特定健診等情報の
提供に関するガイドライン

例2
全国健康保険協会での事業所ごとの
分析における小規模事業所の取扱い

2：遵守すべき法令・ガイドライン等／3：健康課題を共有する場合の健康情報（個人情報）の取扱い
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健保組合と事業主とが健康課題を共有するに際

して、個人が識別される情報を用いることは基本

的には想定されませんし、加入者の権利利益の侵

害が生じるおそれがある取扱いは適当ではありま

せん。特に、個人が識別されるレセプト原票デー

タ（およびこれに類するもの）については、加入

者の権利利益が侵害されるおそれが大きいため、

原則として事業主と共有することは適当ではあり

ません（※１）。

個人が識別できる健診データを事業主と共有す

る場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を

得ることが必要です。（なお、健診の実施形態や

健診項目によってはその取扱いが変わりますの

で、「健康保険組合等における個人情報の適切な

取扱いのためのガイドライン」および同ガイドラ

インを補完する事例集の問326（図表５－２）を

参照し、事業主と共有しようとする目的や態様等

がどのような場合に該当するのか等をよく踏まえ

て、適切な手続きをとることが必要になります。）

※１ 健康情報の不適切な取扱いにより加入者の権利利益が侵害
される主なリスク

　○ 雇用や就業上の合理的な理由のない不利益取扱い（解雇、契約打
ち切り、昇格停止、役職罷免等）

　○同僚や上司からの偏見（不当な病因や経過の予想等）
　○医療や保健サービスの利用障害（事業主への情報漏洩の懸念等）
　○不要な営業・勧誘（医療関連商品のダイレクトメール等）
　○不安や精神的苦痛（他人に病名や病状を知らされる不安等）

図表５－２　健保組合と事業主が健診情報を共有する上での要件

個人が識別される健康情報の共有

（答）
　事業者と健保組合とは異なる主体であるので、①、②、③及び⑤の前段の健診について、健診実施者が
他に健診結果を提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意が必要である。
　ただし、④及び⑤の後段の健診を実施する場合や、①、②及び⑤の前段の健診であっても健診結果に基
づく事後指導を両者で共同で実施する場合は、「個人データを共同で利用する旨並びに共同して利用され
る個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理につ
いて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態に置いているとき」は、本人の同意は不要となる。（法第23 条第４ 項第３号）
　なお、②及び⑤の場合において、両者で健診結果を提供しあう場合について、本人の同意を要する場合
においては、例えば、事業者と健保組合が連名で本人に同意を求めるなどの手続きを行っても差し支えない。

「『健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』を補完する事例集」〉（厚生労働省）より

（問326）
　以下の場合について、事業者と健保組合において、健診結果について共有することができるか。

①事業者が、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）に基づいて行う健診及び同法の法定項目を
超える健診を実施する場合

②事業者が、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）に基づいて行う健診を実施し、健保組合が、
同法の法定項目を超える健診を実施する場合

③健保組合が、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）に基づいて行う健診及び同法の法定項目
を超える健診を実施する場合

④事業者と健保組合が共同（健保組合が費用を一部負担（共同出資）している場合を含む。⑤におい
て同じ。）で、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）に基づいて行う健診及び同法の法定項目
を超える健診を実施する場合

⑤事業者が、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）に基づいて行う健診を実施し、事業者と健
保組合が共同で、同法の法定項目を超える健診を実施する場合
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生活習慣病のリスクがある者に対して、特定健

診の結果に基づき、健保組合と事業主とが共同し

て生活習慣病に関する保健指導（医療機関への受

診勧奨）を行う場合に健康情報を活用することも

考えられます。このような場合には、必要な最低

限の情報を事業主に提供するとしても、その取扱

いによって加入者の権利利益が侵害されることの

ないよう、利用目的を明確に限定した上で、保健

事業に必要な極めて限定された範囲の情報につい

て取り扱うとともに、個人情報保護法第23条第

１項に基づき、原則として本人の同意を得ること

が必要です。

個人情報保護法第23条第２項に基づく個人情

報の提供（いわゆるオプトアウトによる第三者提

供）については、「健康保険組合等における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にお

いても、オプトアウトでよいと考えられる例とし

て、「被保険者等への保険給付等のために通常必

要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって

利益となるもの、又は医療費通知等保険者側の負

担が膨大である上、明示的な同意を得ることが被

保険者等にとっても合理的であるとはいえないも

の」と例示されているように、その取扱いは限定

的とすることが適当であり、その具体的な基準を

一律に示すことは困難です（※２）。

なお、レセプトに記載された受療情報や医療

費情報は、加入者が保険診療を受け、その費用を

医療機関が請求するために記載した個人情報であ

り、必ずしも、加入者の疾病への罹患の有無やそ

の病態を正確に評価するデータではありません。

このため、レセプトデータはあくまでも参考にと

どめ、実際の病名や病態を把握する必要があれば、

加入者自身に照会することが必要であると考えら

れます。

本人同意が原則。オプトアウトによる第三者提供は限定的

4：事業主との協働（コラボヘルス）で
保健事業を実施する場合の
健康情報（個人情報）の取扱い

※２　個人情報保護法第23条２項の規定および同項に係る
「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に記述されている

オプトアウトの要件を満たすことが具体的に想定し得る事例

　健保組合と事業主が共同で又は事業主が特定保健指導等（医療機関への受診勧奨）を実施することを目的に、健保
組合が対象者の医療機関の受診の有無をレセプトデータにより把握し、事業主の求めに応じて当該情報を提供する場合。
　⬇
具体的には、

① 特定健診が主たる対象としている疾病の範囲（糖尿病、高血圧症、脂質異常症およびこれらに起因する合併症）に
おいて医療機関への未受診の疑いがある者のリストを健保組合が作成し、
② 健保組合が本人の求めに応じて個人データの第三者提供を停止することや、事業主があらかじめこれらの情報を取得す
ることおよびその利用目的を本人に通知又は公表すること等の個人情報保護に関する必要な措置を両者が講じた上で、
③ 医師・保健師等の医療職に当該リストを提供する場合
が考えられます。

4：事業主との協働（コラボヘルス）で保健事業を実施する場合の健康情報（個人情報）の取扱い
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　「第１章　データヘルス計画の背景とねらい」

にもあるように、データヘルス計画の特徴の一つ

として、「事業主との協働（コラボヘルス）」が挙

げられます。事業主との協働によって、保健事業

の実効性を高め、医療費の適正化のみならず生産

性の維持・向上につながることが期待されます。

　健保組合が実施する「保健事業」と事業主が実

施する「健康管理」とは、被保険者（労働者）の

疾病予防・健康保持増進を目指すことに関して

は、広く捉えれば同じといえますが、両者の対

象、目的、方法等は実際には少しずつ異なってい

ます（図表５－３）。

　これは、健保組合が実施する「保健事業」が健

康保険法に基づいているのに対して、事業主の実

施する「健康管理」は主に労働安全衛生法に基づ

いている等、その成り立ちや根拠法が異なること

に起因するものです。このため、個人情報の取扱

いに関するガイドラインも別々に定められていま

す。

　したがって、今後、健保組合がコラボヘルスを

進める上で、適切な個人情報の取扱いを行うため

には、事業主が遵守すべき個人情報の取扱いに関

する各種法令・ガイドライン等を正しく理解する

ことが必要不可欠となります。

図表５－３　「保健事業」と「健康管理」の法令・ガイドライン上の比較

健保組合が実施する
「保健事業」

事業主が実施する
「健康管理」

適用法令 健康保険法 労働安全衛生法

実施責任者 健保組合 事業者（企業等）

費用負担者 健保組合 事業者（企業等）

目的 健康の保持増進 職場における労働者の安全と健康の
確保

対象者 被保険者・被扶養者 労働者

専門職の選任義務 なし 産業医＊１、衛生管理者＊１

事業等の実施者 医療職ほか 総括安全衛生管理者、産業医、衛生
管理者、作業環境測定士ほか

強制実施の内容 特定健診等 作業環境測定、職場巡視、健康診断、
衛生委員会ほか

罰則 なし 有＊２

対象者の参加義務 なし 有＊３

個人情報の保存義務 特定健診等のみ有 有＊３

個人情報の守秘義務 有 有＊３

＊１ いずれも常時50人以上を使用する事業場のみ適用され、産業医は大規模事業場を除いて非専属の者でよいが、衛生管理者は事業場に専属の者でなければならない
＊２ 専門職の選任、作業環境測定、健康診断、衛生委員会等
＊３ 健康診断および面接指導

異なる成り立ちや根拠法

（参考）事業主が実施する「健康管理」とは
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事業主が実施する「健康管理」においては、労

働安全衛生法に基づいて、健康診断を実施し、そ

の結果に所見があった場合、または長時間労働の

面接指導を実施した場合には、個人ごとの結果に

基づく就業上の措置の要否に関して医師に意見を

求め、その意見を勘案し、必要と認めるときは必

要な就業上の措置を実施しなければなりません。

加えて、労働者にとって機微に触れる個人情報で

ある健康診断および面接指導の結果を通知する義

務、結果に所見がある労働者に対して保健指導を

実施する努力義務等があります。

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に

関する指針」（平成８年厚生労働省公示第１号）

では、事業主が労働者の健康情報の保護に特に留

意し、「就業上の措置の実施に当たって、関係者

に健康情報を提供する必要がある場合には、その

健康情報の範囲は、就業上の措置を実施する上で

必要最小限」とする必要があるとしています（図

表５－４）。

事業主は、「健康管理」を実施するに当たり、

「雇用管理分野における個人情報保護に関するガ

イドライン」（平成24年厚生労働省告示第357号）

および「雇用管理に関する個人情報のうち健康情

報を取り扱うに当たっての留意事項」（平成24年

６月11日付基発0611第１号厚生労働省労働基準

局長通知）を踏まえた措置を講じる必要がありま

す（図表５－５）。

特に、後者の行政通達においては、「診断名、

検査値等のいわゆる生データの取扱い」は「医学

的知識に基づく加工・判断等を要することがある

ことから、産業医や保健師等の産業保健業務従事

者に行わせること」を指導しています。

また、職場が取得した診断書や労働者の申出に

よって実施した健康相談の記録等の利用について

も同様の取扱いが必要となります。その際、事業

主が使用する医療職が知り得た健康情報も事業主

が取得した個人情報に含まれると判断される場合

があります。

職場における健康情報の取扱いでは、個人の健

康情報が「健康管理」の目的を超えて利用される

ことがないよう、対策を徹底する必要があります。

なお、事業主が知り得た健康情報は、労働安全

衛生法が規定する「健康管理」を遂行する等、労

働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働

することができるよう、必要な配慮を行うために

利用すべきものと考えられます。

「健康管理」における個人情報の取扱い

図表５－４　健康診断結果に基づく就業上の措置に関する健康情報等の流れ

④

就業上の措置についての意見聴取③

①

プライバシーの
保護に対する配慮

医師（産業医等）

再検査・精密検査

健康診断の結果判定

労働者

事業者

無所見者 有所見者

作業環境についての
必要な情報の提供

診断区分の判定

 

②労働者の面接（必要に応じて）

労
働
者
の

意
見
の
聴
取

就
業
上
の

措
置
の
実
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図表５－５　「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」の要点
（平成24年６月11日付基発0611第１号厚生労働省労働基準局長通知）

１　第三者提供に関する事項
１）事業者が、提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、医療

機関は労働者から同意を得る必要がある。また、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明ら
かにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

２）事業者は、医療機関に健康診断の実施を委託することがある。その際、事業者は、その結果の記録、当該結果に
係る医師等からの意見聴取、当該結果の労働者に対する通知が義務付けられているので、健康診断の結果が医療機
関から事業者に報告（提供）されなければならない。これらのことから、事業者が健康診断を委託するために必要
な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告（提
供）することは、それぞれ法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、個人情報保護法第23条第
１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

３）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、個人情報保護法第23条の第三者提供
の制限に該当し、健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を得る必要がある。また、事業者はあらかじめこれ
らの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人か
ら提出を受けることが望ましい。ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、
個人情報保護法第23条第４項第３号の要件を満たしている場合は、第三者に該当しないため、当該労働者の同意を
得る必要はない。

４）事業者が、医療保険者からの提供の求めがあった場合に健康診断に関する記録の写しを提供することは、個人情
報保護法第23条第１項第１号に該当し、本人の同意なく提供できる。なお、特定健康診査等の項目に含まれない定
期健康診断の結果の情報（業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検査、喀痰検査）については、労働者に対して医
療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが必要となる。ただし、同意は、受診案内等への記載や健診会場
での掲示等黙示によるものでよい。

２　安全管理措置及び従業者の監督に関する事項
１）事業者は、健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いについては、その利用に当たっ

て医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることから、産業医や保健師等の産業保健業務従事者に行わ
せることが望ましい。 

２）事業者は、産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用
目的の達成に必要な範囲内に限定されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工させた
上で提供する等の措置を講ずること。 

３　苦情の処理に関する事項
　健康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることができる体制を整

備しておくことが望ましい。

４　その他事業者が配慮すべき事項 
１）以下に掲げる事項について事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程

に従って取り扱わせることが望ましい。

（１） 健康情報の利用目的
（２） 健康情報に係る安全管理体制
（３） 健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲
（４） 健康情報の開示、訂正、追加又は削除（廃棄）の方法
（５） 健康情報の取扱いに関する苦情の処理

２）事業者は、この規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行い、労働組合等に通知し、必要に応じて
協議を行うことが望ましい。 

３）HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検
査等の遺伝情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきでない。
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１） 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（厚生労働省告示第430号；平成24年７月

10日）

２） 厚生労働省「平成25年人口動態統計（確定数）」

３） 厚生労働省「厚生労働白書」（平成25年版）

４） Boles, M., Pelletier, B., & Lynch, W. （2004）. The relationship between health risks and work 

productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine46（7）, 737-745.

５） 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示第308号；平成16年７月30日）

６） 日本再興戦略（平成25年６月14日）

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf

７） 「日本再興戦略」改訂2014（平成26年６月24日）

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf

８） 厚生労働省「安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みに関する検討会」（平成26年）

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=202724

９） 経済産業省「企業の『健康投資』ガイドブック～連携・協働による健康づくりのススメ～」（平成26年

10月）

 http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei_guidebook.html

10） 厚生労働科学研究循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「集団特性に応じた効果的な保健

事業のあり方に関する研究」（平成24～25年）

11） 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（平成22年）

12） 厚生労働省「健康意識に関する調査」（平成26年）

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052548.html

13） 厚生労働省「第５次循環器疾患基礎調査」（平成12年）

14） 厚生労働省「第４回健診・保健指導の在り方に関する検討会」（平成24年）

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023zzr.html

15） 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会「健康日本

21（第２次）の推進に関する参考資料」（平成24年７月）

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_02.pdf

参考資料

 89

第

1
章

第

2
章

第

3
章

S
T
E
P

1

S
T
E
P

2

S
T
E
P

3

S
T
E
P

4

第

5
章

第

4
章

は
じ
め
に



 



付 録

１　健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
平成16年７月30日厚生労働省告示第308号

最終改正：平成26年３月31日厚生労働省告示第139号

健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百五十条第五項の規定に基づき、健康保険法に基づく保健事業
の実施等に関する指針を次のように定めたので、同項の規定に基づき公表し、平成十六年八月一日より施行
する。

健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針

第一　本指針策定の背景と目的
一　「二十一世紀における国民健康づくり運動（健康日本二十一）」（平成十二年三月三十一日厚生省発健

医第百十五号等）を中核とする国民の健康づくりや疾病予防をさらに推進するため、健康増進法（平成
十四年法律第百三号）が平成十五年五月一日に施行され、同法に基づく健康増進事業実施者に対する健
康診査の実施等に関する指針（平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号。以下「健康診査等実施指
針」という。）が平成十六年六月十四日に公布されたところである。

また、平成二十年四月一日には、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）及
び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成十九年厚生労働省令第百五十七号）が施行
されたことに伴い、健康診査等実施指針の一部が改正されるとともに、同法に基づく特定健康診査及び
特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（平成二十年厚生労働省告示第百五十
号）等の関連告示が適用され、生活習慣病のうち特に糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症や重症化
を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査

（以下「特定健康診査」という。）及び保健指導（以下「特定保健指導」という。）の実施が、保険者に
対し義務付けられることとなった。

さらに、平成二十五年度からは「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本二十一
（第二次））」（平成二十四年厚生労働省告示第四百三十号。以下「健康日本二十一（第二次）」という。）
が適用され、健康づくりや疾病予防の更なる推進を図ることとされた。

本指針は、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百五十条第五項に基づき、健康診査等実施指針
と調和を保ちつつ、全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険の保険者（以下「保険者」と
いう。）が被保険者及び被扶養者（以下「加入者」という。）を対象として行う特定健康診査及び特定保
健指導のほか、同条第一項に規定する健康教育、健康相談、健康診査その他の加入者の健康の保持増進
のために必要な事業（以下「保健事業」という。）に関して、その効果的かつ効率的な実施を図るため、
基本的な考え方を示すものである。

二　我が国では、生活環境の変化や高齢化の進展に伴って、疾病に占める生活習慣病の割合が増えてきて
おり、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。）等の生活習慣病が
死因の約六割を占めている。また、医療費に占める割合についてもがん、循環器疾患、糖尿病、COPD
等の生活習慣病が三割を占めている。

しかしながら、生活習慣病は、多くの場合、食生活、身体活動等の日常の生活習慣を見直すことによ
ってその発症や進行を未然に防ぐことが可能であると言われている。一方で、本人に明確な自覚症状が
ないまま、症状が悪化することが多いことから、本人が自らの生活習慣の問題点を発見し、意識して、

１　健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
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その特徴に応じて、生活習慣の改善に継続的に取り組み、それを保険者等が支援していくことが必要で
ある。

このような生活習慣の改善に向けた取組は、個々の加入者の生涯にわたる生活の質（以下「QOL」
という。）の維持及び向上に大きく影響し、ひいては、医療費全体の適正化にも資するものである。

三　こうした中で、近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書及び調剤報酬明細書（以下「診療報酬明
細書等」という。）の電子化の進展等により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して加入者の健
康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整備が進んでいる。

四　本指針は、これらの保健事業をめぐる動向を踏まえ、生活習慣病対策をはじめとして、加入者の自主
的な健康増進及び疾病予防の取組について、保険者がその支援の中心となって、加入者の特性を踏まえ
た効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指すものである。

五　保険者をはじめとする保健事業の実施者は、本指針、健康診査等実施指針等に基づき、保健事業の積
極的な推進が図られるよう努めるものとする。

第二　保健事業の基本的な考え方

一　保険者の役割の重視

１　保険者は、加入者の立場に立って、健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役
割が期待されており、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び他の保険者並びに後期高
齢者医療広域連合等様々な実施主体と連携しながら、個々の加入者の自主的な健康増進及び疾病予防
の取組を支援すべきであること。また、加入者の健康の保持増進により、医療費の適正化及び保険者
の財政基盤強化が図られることは保険者自身にとっても重要であること。

２　保険者は、加入者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施し、その際には職場及び地域の特性に
も配慮すること。また、保健事業への参加率が低い傾向にあると考えられる被扶養者や小規模な事業
所に使用される被保険者についても、保健事業への参加を促進するため、都道府県ごとに設ける国民
健康保険（以下「国保」という。）、全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険等の各保険
者が協議し、連携する場（以下「保険者協議会」という。）等を活用することなどにより、他の被用
者保険の保険者、国保の保険者、市町村及び地域産業保健センターと連携するなどの工夫をすること。

３　保険者は、保健事業の実施にとどまらず、禁煙の推進、身体活動の機会の提供、医療機関への受診
勧奨など、加入者の健康を支え、かつ、それを守るための職場環境の整備を事業主に働きかけるよう
努めること。

二　健康・医療情報の活用及びPDCAサイクルに沿った事業運営

保健事業の効果的かつ効率的な推進を図るためには、健康・医療情報（健康診査の結果や診療報酬明
細書等から得られる情報（以下「診療報酬明細書等情報」という。）、各種保健医療関連統計資料その他
の健康や医療に関する情報をいう。以下同じ。）を活用して、PDCAサイクル（事業を継続的に改善す
るため、Plan（計画）―Do（実施）―Check（評価）―Act（改善）の段階を繰り返すことをいう。以
下同じ。）に沿って事業運営を行うことが重要であること。また、事業の運営に当たっては、費用対効
果の観点も考慮すること。

三　生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の推進

生活習慣病に対処するため、二次予防（健康診査等による疾病の早期発見及び早期治療をいう。）及
び三次予防（疾病が発症した後、必要な治療を受け、心身機能の維持及び回復を図ることをいう。）に
加え、一次予防（生活習慣を改善して健康を増進し、疾病の発症を予防することをいい、健康診査の結
果等を踏まえ、特に疾病の発症の予防のための指導が必要な者（以下「要指導者」という。）に対して
生活習慣の改善に関する指導を行うことを含む。以下同じ。）を重視し、総人口に占める高齢者の割合
が最も高くなる時期に高齢期を迎える現在の青年期・壮年期の世代への生活習慣病の改善に向けた働き
かけを重点的に行うとともに、小児期からの健康な生活習慣づくりにも配慮すること。
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また、合併症の発症、症状の進展等の重症化予防の推進を図ること。

四　特定健康診査及び特定保健指導の実施

１　特定健康診査については、糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（以下「内臓脂肪型
肥満」という。）が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血
性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなるため、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防
することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指
導を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。

２　特定保健指導については、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行うこ
とにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康
的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを
目的とするものである。

３　これらの実施に当たっては、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基
本的な指針を参照すること。

五　きめ細かい保健指導の重視

１　保険者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施にとどまらず、健康診査においては、個々の加入
者に生活習慣の問題点を発見させ、意識させるという機能を重視するべきであり、健康診査の結果を
踏まえた、よりきめ細かい、個々の加入者の生活習慣等の特性に応じた継続的な保健指導に重点を置
くこと。

２　健康診査の結果等を踏まえ、要指導者に対して生活習慣の改善に関する保健指導を行うことを中心
に位置付けるが、必要な者には、受診勧奨や、重症化予防のための保健指導等を実施するよう努める
こと。

六　地域や保険者の特性に応じた事業運営

１　市町村や保険者ごとに、住民及び加入者の疾病構造、健康水準、受診実態、活用できる物的・人的
資源等が大きく異なり、医療費にも格差があることから、各保険者は、事業所や地域の特性、医療費
の傾向等の分析を行うとともに、加入者のニーズを把握し、分析の結果を踏まえて優先順位や課題を
明らかにし、保険者の特性に応じた効果的かつ効率的な保健事業を行うよう努めること。

２　保健事業を行うに当たっては、都道府県や保険者協議会等関係者と十分連携し、地域ごとの医療費
の特性や健康課題について共通の認識を持った上で、地域の特性に応じた保健事業を行うよう努める
こと。

３　地域の関係者が連携、協力して健康づくりを行うとの観点から、地域の特性の分析や、それに応じ
た課題に対する保健事業の企画及び実施に当たっては、それぞれの地域において、他の被用者保険の
保険者、国保の保険者や、健康増進法に基づく健康増進事業や介護保険法（平成九年法律第百二十三
号）に基づく事業等の実施主体である市町村と積極的に連携、協力すること。

　　また、関係者間で、保険者協議会や、必要に応じ地域・職域連携協議会等の場も活用することによ
り、各種行事や専門職研修等を共同して実施したり、施設や保健師等の物的・人的資源を共同して利
用するなど、効率的に事業を行うよう努めること。

第三　保健事業の内容
保険者は、第二の保健事業の基本的な考え方を踏まえ、本項に示す保健事業を実施するよう努めるこ

と。また、加入者が参加しやすいような環境づくりに努め、特に参加率が低い加入者については重点的に
参加を呼びかけたり、加入者の参加率を高めるために事業主に協力を要請するなどの工夫を行うこと。

なお、本指針は、今後重点的に実施すべき保健事業を示すものであり、以下の項目以外でも、保険者独
自の創意工夫により、健康増進及び疾病予防の観点から、より良い保健事業を展開することを期待するも
のであること。

１　健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
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一　健康診査

１　健康診査は、健康診査後の通知及び保健指導とともに、保健事業の中核的な事業の一つであり、今
後とも、健康診査等実施指針等に沿って、効果的かつ効率的に実施していくことが重要であること。

２　加入者の利便性を考慮して、健康増進法等に基づく健康増進事業等と連携を図り、各種検診の同時
実施に努めること。

　　また、その際には、検診の種類ごとに、対象者、対象年齢、検査項目等を適切に設定し、加入者に
周知すること。

３　被扶養者の健康保持は被扶養者本人のみならず家族の健康管理にも影響する重要なものであること
を踏まえ、特に被扶養者の健康診査については、受診が容易になるよう、健康診査の場所、時期及び
期間に配慮したり、他の被用者保険の保険者と共同実施する等の工夫を行うこと。

　　また、市町村等が実施する保健事業の情報を加入者に提供するなど、市町村等と連携、協力するこ
とによって、受診率が向上するよう努めること。

４　検査項目及び検査方法の設定及び見直し
（一）　検査項目及び検査方法については、科学的知見の蓄積等を踏まえて設定及び見直しを行うこ

と。そのため、保険者は、一般に入手可能な手段により、他の実施者の実施状況、医学的に有効な
検査項目及び検査方法等、必要な情報収集を行うこと。

（二）　検査項目及び検査方法の設定又は見直しを他の事業者に委託する場合には、委託契約におい
て、当該事業者が必要な情報収集を行い、検査項目及び検査方法を適切に見直すことを求めるとと
もに、それを適切に管理すること。

二　健康診査後の通知

１　健康診査を行った場合には、速やかに、治療を要する者及び要指導者の把握をはじめとして、対象
者の健康水準の把握及び評価を行うこと。また、保険者以外の者が健康診査を行う場合でも、事後の
指導を有効に行うため、必要な範囲で、結果の把握に努めること。

２　健康診査の結果の通知については、医師、保健師等の助言及び指導を得て、治療を要する者に対し
て、必要に応じ医療機関での受診を勧めるとともに、経年的な変化を分かりやすく表示したり、生活
習慣等に関する指導事項を添付するなど、対象者に自らの生活習慣等の問題点を発見、意識させ、療
養及び疾病予防に効果的につながるような工夫を行うこと。また、保険者以外の者が健康診査を行う
場合でも、その者による効果的な結果の通知に努めること。なお、個人情報保護に配慮しつつ、事業
所内の電子メールやウェブサイトを活用するなど、確実で効果的な通知方法を工夫すること。

三　保健指導

保健指導は、健康診査の結果、生活状況、就労状況、生活習慣等を十分に把握し、生活習慣の改善に
向けての行動変容の方法を本人が選択できるよう配慮するとともに、加齢による心身の特性の変化など
ライフステージや性差に応じた内容とすること。その際には、個人や集団を対象として行う方法があ
り、適切に組み合わせて効果的かつ効率的な方策をとること。

四　健康教育

１　健康教育（対象者の生活状況等に即した生活習慣病の予防等に関する指導及び教育を実施すること
をいう。以下同じ。）は、保険者の特性や課題に応じて、テーマや対象、実施方法等を選定し、計画
的かつ効果的な実施に努めること。その際、個別の保健指導と併せて実施する等、個人の行動変容に
対する取組を支援していくものとすること。

２　生活習慣病は生命及び健康に対して危険をもたらすものであることを示す一方で、生活習慣の改善
が健康増進や疾病予防につながった好事例を示すなど、具体的な事例を挙げながら、運動習慣、食習
慣、喫煙、飲酒、歯の健康の保持等について、生活習慣に着目した健康管理の重要性を加入者に理解
させること。

３　喫煙や飲酒が健康に及ぼす悪影響については、多くの疫学研究等により指摘がなされており、職場
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の内外において、例えば、喫煙の弊害を具体的な数値を挙げて説明するなど、効果的な指導及び教育
を行うこと。

４　心の健康づくりは、身体的な健康と密接に関わっており、特に職域における被保険者の健康の保持
増進に極めて重要であることから、保険者は、加入者への心の健康に関する正しい知識の普及啓発等
を通じ、心の病気の予防、早期発見及び早期治療ができるような健康教育を推進すること。また、そ
の際、プライバシーの保護に配慮する一方で、他の健康教育と一体的に実施するなど、心の健康に関
する健康教育が利用しやすくなる工夫を行うこと。

五　健康相談

１　健康相談は、加入者の相談内容に応じ、主体性を重んじながら、生活習慣の改善をはじめとした必
要な助言及び支援を行うこと。その際には、加入者の生活習慣に関する意識及びプライバシーの保護
に配慮すること。

２　定期的に健康相談を開催し、加入者の参加を促すとともに、疾病別に行うなど、より効果的で充実
したものとなるよう工夫すること。

　　また、実施時間に配慮する、事業所内に健康相談室を設ける、事業所の巡回相談を行う、専門の電
話相談窓口を設ける、電子メールを活用する等の工夫を行い、従来健康相談を利用する機会が少なか
った加入者にも利用の機会を増やすよう努めること。

３　加入者が心の健康に関する相談を利用しやすい環境となるよう、他の健康相談と一体的に実施する
などの工夫を行うこと。

六　訪問指導

１　保健指導については、特定の会場を設けたり、事業所を訪問して実施する方法のほか、加入者の心
身の状況、置かれている環境、受診状況等に照らして、居宅を訪問して指導することが効果的と認め
られる者を対象として実施すること。その際には、例えば、他の保険者等と連携、協力するなど、効
率的に行うよう工夫すること。

２　居宅等における訪問指導を実施する場合には、おおむね次の事項に関する指導を必要に応じて本人
又はその家族に対し行うこと。

（一）　健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等からみて、医療機関に受診が必要な者への受診勧奨
（二）　地域における保健医療サービス、福祉・介護予防等の実施状況を勘案し、必要があると認めら

れる場合には、これらのサービス等の活用方法又は居宅における療養方法に関する指導
（三）　生活習慣病等の予防に関する指導
（四）　心の健康づくりに関する指導

３　特に、複数の医療機関を重複して受診する加入者については、その事情を十分に聴取し、必要に応
じて適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと。

　　また、継続的な治療が必要であるにもかかわらず、医療機関を受診していない加入者についても、
その事情を十分に聴取した上で、適切な助言及び指導を行うこと。その際には、必要に応じて、医療
機関と十分な連携を図ること。

４　居宅等における訪問指導を実施する場合には、健康増進法に基づく健康増進事業との重複を避ける
ために実施の実態を把握するなど、市町村と連携、協力して、効率的な実施に努めること。

第四　保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価
保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤が

近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ
効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（以下「実施計画」という。）を策定した上で、
保健事業の実施及び評価を行うこと。

実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意すること。

１　健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
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一　実施計画の策定

実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用し、保険者、事
業所、加入者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の状況等を把握
し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別の分析のほか、経年的な変化、他の保険者又は
事業所との比較等、更に詳細な分析を行うよう努めること。

これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき健康課題等を明
確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。

また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健
康など、健康日本二十一（第二次）に示された各分野及びその考え方を参考にすること。その際、身体
の健康のみならず、心の健康の維持についても留意すること。

二　実施計画に基づく事業の実施

実施計画に基づく事業（以下単に「事業」という。）の実施に当たっては、特定健康診査及び特定保
健指導の実施率の向上を図り、加入者の健康状態に関する情報の把握を適切に行うとともに、特定健康
診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分類し、それぞれの分類にとって効果が高いと予測
される事業を提供するよう努めること。

特に疾病の重症化の予防等に係る事業を行う際には、医療機関や地域の医療関係団体との連携を図る
こと。
１　一次予防の取組としては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その改善を促す取組を

行うこと。このような取組としては、情報通信技術（ICT）等を活用し、加入者自身の健康・医療情
報を本人に分かりやすく提供すること、加入者の性別若しくは年齢階層ごと又は保険者、事業所等ご
との健康・医療情報を提供すること、加入者の健康増進に資する自発的な活動を推奨する仕組みを導
入すること等が考えられる。

２　生活習慣病の発症を予防するため、特定保健指導の実施率の向上に努めること。
　　また、特定保健指導の実施に当たっては、特定健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等を活用し

て、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけて行うことが
考えられること。

３　疾病の重症化を予防する取組としては、健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等を活用して抽出
した疾病リスクが高い者に対して、優先順位を設定して、症状の進展及び虚血性心疾患、脳血管疾
患、糖尿病性腎症等の合併症の発症を抑えるため、適切な保健指導、医療機関への受診勧奨を行うこ
と等が考えられること。その際、医療機関に受診中の者に対して保健指導等を実施する場合には、当
該医療機関と連携すべきこと。

４　健康・医療情報を活用したその他の取組としては、診療報酬明細書等情報等を活用して、複数の医
療機関を重複して受診している加入者に対し、医療機関、保険者等の関係者が連携して、適切な受診
の指導を行うこと等が考えられること。

　　また、診療報酬明細書等情報等に基づき、後発医薬品を使用した場合の具体的な自己負担の差額に
関して加入者に通知を行うなど、後発医薬品の使用促進に資する取組を行うことも、医療費の適正化
等の観点から有効であることも多いと考えられるため、積極的にこれらの取組の実施に努めること。
その他、保健指導の場などの多様な機会を通じて、後発医薬品の啓発・普及に努めること。

三　事業の評価

事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。なお、評価の
際に用いることが可能な指標としては、生活習慣の状況（食生活、日常生活における歩数、アルコール
摂取量、喫煙の有無等をいう。）、健康診査等の受診率及びその結果、医療費等があること。

四　事業の見直し

それぞれの事業については、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必要に応じて事業
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内容等の見直しを行うこと。

五　計画期間、他の計画との関係等

計画期間は、特定健康診査等実施計画（高齢者の医療の確保に関する法律第十九条第一項に規定する
特定健康診査等実施計画をいう。）や健康増進計画（健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康
増進計画及び同条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。）との整合性も踏まえ、複数年とする
こと。

また、特定健康診査等実施計画は保健事業の中核をなす特定健康診査及び特定保健指導の具体的な実
施方法等を定めるものであることから、保険者が保健事業を総合的に企画し、より効果的かつ効率的に
実施することができるよう、可能な限り実施計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが
望ましいこと。

なお、策定した実施計画については、分かりやすい形でホームページ等を通じて公表すること。

第五　事業運営上の留意事項
保険者は、保健事業の運営に当たって、特に次の事項に留意すること。

一　保健事業の担当者

１　第三に掲げられた保健事業を実施する際には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄
養士、栄養士、歯科衛生士等、生活習慣病の予防等に関し知識及び経験を有する者をもって充てるこ
と。

２　担当者の資質の向上のため、加入者の生活習慣の改善等に向けた取組の目的及び内容を理解させ、
さらに知識及び技術を習得させるため、定期的な研修を行うこと。その際には、効果的な研修を行う
ため、他の保険者等と共同して行うことも有効であること。

二　職域及び地域におけるリーダー的人材の育成

一に掲げた直接の事業担当者のほかにも、職域及び地域のそれぞれにおいて、保険者による保健事業
の目的及び内容を理解し、個々の加入者の保健事業への積極的な参加を呼びかけ、生活習慣の改善等に
向けた取組を支援するリーダー的な人材の育成に努めること。地域における人材の育成に当たっては、
保険者協議会等の場を通じて、他の保険者や市町村との連携に努めること。その際、必要に応じて、既
存の制度や活動（例えば、健康保険組合の健康管理委員（各職場ごとに健康管理に関する情報、知識等
を広く被保険者等に周知し、保健事業の有効かつ円滑な実施を図るため、被保険者の中から委嘱された
者をいう。）や地域のボランティア活動）も活用すること。

三　委託事業者の活用

１　よりきめ細やかな保健事業を行うために委託事業者を活用することも可能であること。
　　その際は、事業が実効を上げるよう、保健や医療に関する専門家を有するなど、保健指導を効果的

に行うノウハウを有するような一定の水準を満たす事業者を選定し委託すること。
　　特に、個人を対象とした指導や小集団を対象とした指導等においては、保険者において企画及び調

整を行うことを前提に、実際の指導に当たっては保健師等の専門職を活用することが重要であること。
２　委託を行う際には、効果的な事業が行われるよう、委託事業者との間で、保健事業の趣旨や加入者

への対応について、事前に十分に協議を行い、共通の認識を得ておくこと。
　　また、事業の終了後は、当該事業の効果について、客観的な指標を用いて評価を行うこと。

四　健康情報の継続的な管理

１　健康情報を継続的に管理することは、加入者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の
予防の観点からも重要であること。

　　健康情報の管理は、健康の自己管理の観点から本人が主体となって行うことが原則であるが、保険

１　健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
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者は、健康診査の結果、保健指導の内容、主な受診歴等、個々の加入者に係る健康情報を、少なくと
も五年間継続して保存及び管理し、必要に応じて活用することにより、加入者による健康の自己管理
及び疾病の発症や重症化の予防の取組を支援するよう努めること。

２　健康情報の提供の際の手続等については、当該情報を第三者に提供する場合には、原則としてあら
かじめ加入者本人の同意を得るなど、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）及
び健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成十六年十二月二十七
日保発第一号厚生労働省保険局長通知）によること。

　　なお、保険者が保健事業により得た加入者の健康に関する情報を事業主に提供する場合には、保険
者が事業主に代わって行った労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）に基づく事業により得
られた情報以外は、原則として本人の同意を必要とすること。

３　保険者を異動する際において、加入者が希望する場合には、異動元の保険者が保存及び管理をして
いる健康情報を加入者に提供するとともに、異動先の保険者に同情報を提供するように加入者に対し
勧奨すること。

　　さらに、健康情報の継続的な管理に資するよう、既存の健康手帳等を活用し、健康診査の記録を綴
じ込める記録簿を新たに発行するなど、必要に応じて工夫を行うこと。

五　事業主との関係

１　保険者は、十分な保健事業を実施することができるよう、事業主又は事業主の代表者等（以下「事
業主等」という。）に対して、保険者又は事業所ごとの加入者の健康状況や健康課題を客観的な指標
を用いて示すことなどにより、保健事業の必要性についての理解を得るよう努めること。また、事業
主等に対して、保健事業の内容、実施方法、期待される効果等を事前に十分に説明し、加入者が参加
しやすい実施時間及び場所を確保することにより、保健事業に参加しやすい職場環境を醸成するこ
と。さらに、加入者に対して保健事業への参加を勧奨してもらうこと等について、事業主等の協力が
得られるよう努めること。

２　職場における禁煙や身体活動の機会の提供など、個々の加入者が健康づくりに自主的に取り組みや
すい環境が職場において実現するよう、必要に応じて、事業主等に働きかけること。

３　保険者が行う保健事業は、事業主が行う福利厚生事業や労働安全衛生法に基づく事業と密接な関係
がある。このため、特に健康保険組合においては、保健事業の実施に当たって、それぞれの役割分担
を含めて、事前に事業主等と十分な調整を行い、効率的な実施に努めること。また、被保険者の健康
水準の維持及び向上に役立てるため、例えば、高齢者の医療の確保に関する法律第二十七条第二項及
び第三項の規定に基づき、四十歳以上の被保険者に係る労働安全衛生法に基づく健康診断の結果の提
供を求めるとともに、四十歳未満の被保険者に係る健康診断の結果についても、本人の同意を前提と
して、提供してもらうよう事業主等に依頼するなど、労働安全衛生法に基づく事業との積極的な連携
に努めること。

改正文　（平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二三四号）　抄
　　平成二十一年四月一日から施行する。
改正文　（平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一三九号）　抄

　　平成二十六年四月一日から適用する。

付録

98



２　メタボリックシンドロームの判定基準

腹囲
追加リスク

①血糖　②脂質　③血圧

≧85㎝（男性）
≧90㎝（女性）

２つ以上該当 メタボリックシンドローム
基準該当者

１つ該当 メタボリックシンドローム
予備群該当者

＊追加リスクの基準値は以下のとおり。

　①血糖：空腹時血糖が110mg/dl 以上
　②脂質：中性脂肪150mg/dl 以上、またはHDL コレステロール40mg/dl 未満
　③血圧：収縮期130mmHg 以上、または拡張期85mmHg 以上

＊糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者も対象となる。

メタボリックシンドロームの判定基準

＊メタボリックシンドローム基準該当者・予備群と特定保健指導対象者の範囲は以下の点で相違する。

　①特定保健指導対象者からは服薬中の者を除外している。

　②特定保健指導対象者には、以下の者を含めている。

　　・BMI が25 ㎏/㎡以上の者（メタボリックシンドローム基準該当者・予備群は腹囲基準のみで判定）

　　・血糖値が100～109 ㎎/dl の者（メタボリックシンドローム基準該当者・予備群では血糖値110 ㎎/dl 以上）

※なお、特定保健指導対象者を階層化する際には、喫煙歴を用いていることもメタボリックシンドローム基準該当者・予備群の判定基準
と異なる。

〈「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ中間取りまとめ」より〉

（参考）メタボリックシンドローム基準該当者及び予備群と特定保健指導対象者の関係（イメージ図）

特定健診受診者

特定保健指導対象者

メタボリックシンドローム基準該当者及び予備群

薬剤服用者

２　メタボリックシンドロームの判定基準
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３　健診検査項目の保健指導判定値および受診勧奨判定値
番号 項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値 単位

1 収縮期血圧 130 140 mmHg

2 拡張期血圧 85 90 mmHg

3 中性脂肪 150 300 mg/dL

4 HDLコレステロール 39 34 mg/dL

5 LDLコレステロール 120 140 mg/dL

6 空腹時血糖 100 126 mg/dL

7 HbA1ｃ（NGSP） 5.6 6.5 ％

8 AST（GOT） 31 51 U/L

9 ALT（GPT） 31 51 U/L

10 γ―GT（γ―GTP） 51 101 U/L

11 血色素量［ヘモグロビン値］ 13.0（男性）
12.0（女性）

12.0（男性）
11.0（女性） g/dL

※１～２のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。

※３～５のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」および「老人保健法による健康診査マニュアル」
（※旧老人保健法関係）に基づく。

※６～７については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。

※８～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドラ
イン」のデータ等に基づく。

JDS値（%）＝0.980×NGSP値（%）－0.245%　NGSP値（%）＝1.02×JDS値（%）＋0.25%

〈「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」より〉
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４　第３章掲載帳票とレセプト管理・分析システムの対応表

A健保組合で使用した分析
レセプト管理・分析システムにおける対応帳票

図表番号 帳票番号 帳票名

アイ 特定健診の受診率 1.1（１） 特定健診受診率　全体集計比較

ウエ 特定保健指導の実施率 1.2（１） 特定保健指導実施率　全体集計比較

オカ メタボリックシンドローム該当者および
特定保健指導対象者の減少率 4.2（２） 内臓脂肪症候群該当者と保健指導対象者

減少率　比較分析

キ 疾病大分類別一人当たり医療費 4.1（２-１） 疾病分類別　レセプト単位医療費
　比較分析

ク 生活習慣病に関わる疾病の一人当たり医療費 4.1（３-２） 生活習慣病　医療費　比較分析

ケ 健康分布図 1.3（１） 生活習慣病・健診レベル判定分布
　全体集計比較

コ 血圧値が保健指導基準値以上の者の割合 1.4（１） 特定健診検査値の経年変化

サ 血糖値が保健指導基準値以上の者の割合 1.4（１） 特定健診検査値の経年変化

シ 生活習慣病・健診レベル判定と
医療受診状況 1.3（４） 生活習慣病・健診レベル判定と

医療受診状況

ス 脳卒中／心筋梗塞リスクフローチャート 1.5（２） 脳卒中／心筋梗塞・リスクフローチャート

セ 糖尿病リスクフローチャート 1.5（１） 糖尿病・リスクフローチャート

ソ 後発医薬品の使用割合 1.9（１） 調剤医療費と後発医薬品使用率
　全体集計比較

※「１．４（１）特定健診検査値の経年変化」には、全健保組合データは入っていません。

３　健診検査項目の保健指導判定値および受診勧奨判定値　４　第３章掲載帳票とレセプト管理・分析システムの対応表 
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